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ごあいさつ

本市は、全ての事業・施策が「移住・定住の促進」につ

ながるよう、子育て環境の整備や保健・医療・福祉の充実、

積極的な企業誘致、防災・減災対策などに、取り組むとと

もに、デジタル技術などを活用しながら、全ての市民が安

全、安心、快適に自分らしく暮らせる地域共生社会の実現

に向けて施策を展開しております。

令和６年２月、能美市健康福祉センター「サンテ」をリニューアルし、妊娠期から

18歳までのこどもに係る相談に専門職が対応し、ワンストップによる切れ目のない

相談支援を実施しております。また、新設のこども相談ステーションでは、近年、多

様化、複雑化する児童と家庭の問題にもきめ細かく対応できる相談体制を整えました。

本市がこのたび策定した「能美市こども計画」は、能美の「お人柄」による市民力・

地域力を中心とした地域のネットワーク強化と市の支援体制の充実により、全てのこ

どもや若者、子育て当事者のライフステージに応じた切れ目のない支援を充実させ、

自分を大切にし、相手の気持ちを思いやることのできる健やかな心と体の成長を支援

する施策を展開していきます。

市内にお住まいの全てのこども・若者が、夢と希望を持ち、ふるさとを愛し、将来

にわたり幸せに暮らすことができる「能美市版こどもまんなか社会」の実現を目指し

てまいります。

最後になりましたが、本計画の策定にあたり、ご尽力賜りました能美市子ども・子

育て会議委員の皆様をはじめ、関係団体各位、各種アンケート調査等にご協力いただ

きました市民の皆様に心から御礼申し上げます。

令和７年３月

能美市長 井出 敏朗
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能美市こども計画

第１章 計画の概要

１ 計画策定の背景と趣旨

近年、こども・若者を取り巻く環境はめまぐるしく変化しており、こどもの貧困、児童虐

待、いじめ、不登校、ひきこもりなどの諸問題が深刻化・長期化しています。

また、若者が結婚や子育てへの希望をもてないことによる晩婚化や子育て世代の子育てに

対する負担や不安の高まりなどが影響し、少子化が急速に進行しています。

これらの現状を踏まえ、国では、令和５年４月に全てのこどもが将来にわたって幸福な生

活を送ることができる社会の実現を目指し、こどもに関する施策を総合的に推進することを

目的として、「こども基本法」を施行し、同法に基づいてこども施策に関する基本的な方針を

定めた「こども大綱」が令和５年12月に閣議決定されました。

「こども大綱」では、全てのこども・若者が、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立し

た個人として等しく健やかに成長し、その権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に

将来にわたって幸せな状態で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」を目指すこと

が掲げられています。

本市では、令和２年３月に、「第２期能美市子ども・子育て支援推進計画（令和２年度～６

年度）」を策定し、次代を担うこどもが健やかに成長していくための環境づくりやその親を支

える環境づくりを地域全体で推進するために「安心して子どもを産み育て 子育ての喜びを実

感できるまちづくり」の実現を目指してきました。

この度、「第２期能美市子ども・子育て支援事業計画」が令和６年度最終年度を迎えること

から、社会環境の変化や本市のこども・若者を取り巻く現状を踏まえ、こども・若者が誰一

人として取り残されず幸せな状態で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現

を目指し、「能美市こども計画」を策定します。
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２ 計画の位置づけ

本計画は、こども基本法第10条に基づく「市町村こども計画」であり、本市におけるこ

ども・若者施策に関する事項を定める計画です。

また、本計画は、子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」（次世代

育成支援対策推進法に基づく「市町村行動計画」を含む）と、子ども・若者育成支援推進法に

基づく「市町村子ども・若者計画」、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に

基づく「子どもの貧困対策推進計画」を含むものとします。

併せて、本計画を「能美市成育医療等に関する計画」及び「能美市ひとり親家庭等自立促

進計画」として位置づけます。

こども・子育てを取り巻く施策は、保健、医療、福祉、教育、まちづくりなどあらゆる分野

にわたり、これらの施策の総合的かつ一体的な推進が必要であるため、本計画は、最上位計

画である総合計画やその他の関連計画、関連分野との調和を可能な限り図り、策定します。

【計画の位置づけ】

第
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期
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美
創
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合
戦
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第２次能美市総合計画
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３ 計画の期間

本計画は、令和７年度から令和11年度までの５年間を計画期間とします。

計画最終年度には、それまでの成果と課題などを踏まえて見直し、新たに次期５年間の計

画を策定します。

４ 計画の対象

本計画の対象は、生まれる前から乳幼児期を経て18歳までのこどもとその家庭、地域、

企業、行政など全ての個人及び団体とします。また、若者支援については概ね15歳から40

歳未満とします。

こども基本法の定義では「こどもとは心身の発達過程にある者」とされ、一律の年齢では

区切らない考え方となり、個に応じて切れ目のない支援を実施するよう配慮します。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度～

本計画

次期計画 見直し
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５ 計画の策定体制

本計画の策定にあたり、各種団体や組織の関係者などから構成される「能美市子ども・子

育て会議」において、計画内容、事業運営、施策推進に関する事項についての協議を行いま

した。

会議は、市におけるこども・若者、子育てに関わる施策や教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業の利用定員・提供体制の確保の設定、成育医療等、教育・保育について意見を述

べるなど、計画の円滑な実施に関する事項を協議していく機関です。

また、本計画策定の基礎資料とすることや、住民の子育てニーズを把握することを目的と

して、「子ども・子育て支援事業に関するアンケート調査」を実施しており、また、こども・

若者の生活実態や日頃の意識について把握するため「子ども・若者の意識と生活に関する調

査」及び児童扶養手当受給資格のある方を対象に日頃の暮らしや子育ての悩みなどを把握す

るため「ひとり親世帯の生活状況等に関する調査」を実施しています。

さらには、計画に関する住民の感想や意見を反映させるため、計画案のパブリックコメン

トを実施しました。

【計画の策定体制】

市（計画決定・実行機関）

計画へ反映

子育て支援課

（事務局）

各種アンケート

調査

パブリックコメ

ント など

能美市

子ども・子育て会議 調整・連携
意見

反映
庁内各課
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29,922
60.2%
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29,986
60.5%
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25.7%
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26.5%

49,990 49,686 49,531 49,576 49,498
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10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

第２章 能美市のこども・子育てを取り巻く現状と課題

１ 人口・世帯等の状況

（１）人口の推移

本市の人口の推移をみると、緩やかな減少傾向で推移しており、令和６年では49,498人

となっています。

年齢３区分別人口をみると、０～14歳の年少人口は減少傾向で推移している一方、65歳

以上の老年人口は増加傾向で推移しており、少子高齢化が進んでいます。

（人）

【人口の推移】

資料：住民基本台帳（各年４月１日）
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

平成22年

平成27年

令和２年

第１次産業 第２次産業 第３次産業

2,210 2,381 2,296
2,038

1,790

4,992 5,179 5,336 5,156
4,775

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

6歳未満の親族のいる世帯 18歳未満の親族のいる世帯

（２）産業区分別の就業比率

本市の令和２年の就業者の割合をみると、第３次産業の就業割合が58.2%と最も高く、次

いで、第２次産業の就業割合が40.1%、第１次産業の就業割合が1.7%となっています。

（３）こどものいる世帯の推移

６歳未満のこどものいる世帯数、18歳未満のこどもがいる世帯数ともに減少傾向となっ

ており、令和２年では６歳未満のこどものいる世帯数が1,790世帯、18歳未満のこどもが

いる世帯数が4,775世帯となっています。

【産業区分別の就業比率】

（％）

資料：国勢調査

（世帯） 【こどものいる世帯の推移】

資料：国勢調査



7

能美市こども計画

394

351

339
345

329 331

7.6
7.4

7.0 
6.8

6.6

6.3

7.7

7.4

7.0 
6.9

6.5
6.4

8.2

7.3
7.1

7.3
7.0 7.0 

280

300

320

340

360

380

400

6

7

8

9

10

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

出生数（人） 国 県 能美市

1.43 1.44 1.44 1.43 

1.40 

1.37 

1.33 

1.30 

1.49 1.50 

1.54 

1.54 

1.51 

1.49 

1.44 

1.41 

1.61 

1.57 

1.60 

1.53 
1.50 

1.49 1.49 1.49 

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

1.65

合計特殊出生率(３年移動平均)

国 県 能美市

（４）出生数・出生率の推移

本市の出生数は、350人程度の横ばいで推移しており、令和4年には331人となってい

ます。

本市の出生率（人口千対）の年次推移は減少傾向にありますが、県・国より高くなってい

ます。

（５）合計特殊出生率の推移

本市の合計特殊出生率（３年移動平均）は、1.49での推移が続いています。

（人）【出生率（人口千対）・市の出生数の年次推移】

資料：衛生統計年報

【合計特殊出生率（３年移動平均）の推移】

資料：健康推進課

（％）
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令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

婚姻件数 離婚件数

（６）婚姻件数、離婚件数の推移

婚姻件数は減少傾向で推移しており、令和５年度は157件となっています。離婚件数は横

ばい傾向で推移しており、令和５年度は57件となっています。

（７）未婚率の推移

本市の未婚率は、男性、女性ともに35～39歳を除いて増加傾向で推移しており、より若

い世代での未婚率が増加しています。

（件） 【婚姻件数、離婚件数の推移】

【未婚率の推移】

（%） （%）男性 女性

資料：国勢調査

資料：市民サービス課
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2,434 2,372 2,334 2,291 2,238

2,955 2,869 2,805 2,745 2,714

5,389 5,241 5,139 5,036 4,952

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

0～5歳 6～11歳

（８）就学前児童・就学児童数の推移

就学前児童（０～５歳）、就学児童（６～11歳）ともに減少傾向で推移しています。

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

0歳 347 351 354 333 373

1歳 339 369 396 369 347

2歳 446 340 373 410 373

3歳 418 442 351 379 415

4歳 448 419 441 355 375

5歳 436 451 419 445 355

小計 2,434 2,372 2,334 2,291 2,238

6歳 499 436 448 424 443

7歳 465 500 437 450 422

8歳 464 463 496 438 450

9歳 488 466 465 499 438

10歳 518 488 468 468 493

11歳 521 516 491 466 468

小計 2,955 2,869 2,805 2,745 2,714

合計 5,389 5,241 5,139 5,036 4,952

（人） 【就学前児童・就学児童数の推移】

資料：住民基本台帳（各年４月１日）

（単位：人）
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2,602 2,487 2,467 2,396 2,332

4,854 4,724 4,640 4,537 4,461

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

令和７年 令和８年 令和９年 令和１０年 令和１１年

0～5歳 6～11歳

（９）児童人口の推計

令和２年から令和６年の児童人口（住民基本台帳）に基づいて、計画期間である令和７年

から令和11年の児童人口を推計しました。その結果によると、就学前児童人口、就学児童

人口ともに減少していくと予測されます。

令和７年 令和８年 令和９年 令和１０年 令和１１年

0歳 331 325 319 316 313

1歳 399 354 347 341 338

2歳 352 405 359 352 346

3歳 378 357 410 364 357

4歳 415 379 357 409 364

5歳 377 417 381 359 411

小計 2,252 2,237 2,173 2,141 2,129

6歳 355 377 418 381 359

7歳 443 355 377 418 381

8歳 421 442 354 376 417

9歳 452 423 443 355 377

10歳 438 452 423 443 355

11歳 493 438 452 423 443

小計 2,602 2,487 2,467 2,396 2,332

合計 4,854 4,724 4,640 4,537 4,461

令和６年度比 98.0% 95.4% 93.7% 91.6% 90.1%

（人） 【児童人口の推計】

資料：住民基本台帳に基づきコーホート変化率法により推計

（単位：人）
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能美市こども計画

２ 教育・保育施設の状況

（１）教育・保育施設の利用状況

本市には、認定こども園が15施設あり、管外の認定こども園等に通っている園児を含め

ると、現在は1,818人が利用しています。市内認定こども園では、市外から受け入れている

園児５人を含め、1,705人の園児を受け入れ、教育・保育を提供しています。市内認定こど

も園全体としての定員数は2,140人となっています。

施設名 定員数
園児数

市内 市外 合計

大釜屋保育園 140 122 122

福岡保育園 160 129 129

根上南部保育園 200 161 161

大成保育園 130 106 106

寺井保育園 170 124 124

長野保育園 155 124 124

粟生保育園 205 163 163

豊美保育園 75 47 47

宮竹保育園 105 64 1 65

辰口保育園 165 132 132

寿保育園 115 85 85

国造保育園 105 79 79

福島こども園 95 90 2 92

湯野こども園 205 172 1 173

わかばみどりこども園 115 102 1 103

計（市内） 2,140 1,700 5 1,705

管外（幼、認可外含む） - 113 - 113

合計 2,140 1,813 5 1,818

（単位：人）【教育・保育の利用状況】

資料：子育て支援課 令和６年４月１日現在
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令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（２）園児数の推移

園児数は減少傾向で推移しており、令和６年には1,813人まで減少しています。

（３）園児の年齢構成

園児の年齢構成は下表のようになっています。

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

０歳児 42 50 34 27 44

１歳児 265 281 307 281 291

２歳児 382 293 328 365 342

３歳児 406 436 347 373 409

４歳児 448 415 436 352 373

５歳児 425 451 417 440 354

合計 1,968 1,926 1,869 1,838 1,813

（人） 【園児数の推移】

資料：子育て支援課 各年４月１日現在

【園児の年齢構成】

資料：子育て支援課 各年４月１日現在

（単位：人）
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能美市こども計画
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令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（４）小学生児童数の推移

市内には浜小学校、福岡小学校、寺井小学校、湯野小学校、栗生小学校、辰口中央小学校、

宮竹小学校、和気小学校の８つの小学校があります。小学生児童数は減少傾向で推移してお

り、令和６年現在2,696人となっています。

（５）小学校の児童構成

小学校の児童構成は下表のようになっています。

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

１年生 483 419 436 409 424

２年生 454 480 420 433 405

３年生 446 452 474 415 430

４年生 479 448 452 477 415

５年生 505 479 448 451 476

６年生 510 502 481 447 453

特別支援学級児童数 48 55 65 80 93

計 2,925 2,835 2,776 2,712 2,696

（人） 【小学生児童数の推移】

資料：学校支援課 各年５月１日現在

【小学校の児童構成】

資料：学校支援課 各年５月１日現在

（単位：人）
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３ 地域子ども・子育て支援事業の状況

本市の地域子ども・子育て支援事業の実施状況は下表のようになっています。

事業名 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

延長保育事業 延べ利用者数 9,490 人 8,424人 7,581 人 6,353人

子育て短期支援事業

（ショートステイ）
延べ利用者数 4人 2人 45人 0人

放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ）
登録者数 855人 892人 962人 939人

地域子育て支援拠点事業

（子育て支援センター）
延べ利用者数 1,075 人 975人 1,308 人 1,661人

一時預かり事業（一時保育） 延べ利用者数 1,201 人 1,469人 1,897 人 1,510人

病児・病後児保育事業 延べ利用者数 107人 336人 573人 700人

子育て援助活動支援事業

（ファミリー・サポート・センター事業）

月あたり

延べ利用者数
97人 119人 82人 73人

妊婦健康診査 延べ人数 4,344 人 4,332人 4,153 人 4,215人

乳児家庭全戸訪問事業 実人数 342人 345人 346人 375人

養育支援訪問事業 延べ件数 4件 11件 11件 10件

利用者支援事業 か所数 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所

【能美市の地域子ども・子育て支援事業の実施状況】

資料：子育て支援課
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14.2%

16.4%

18.6%

17.9%

75.9%

79.3%

73.1%

74.0%

73.4%

7.2%

6.5%

10.5%

7.4%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

18.5未満（やせ） 18.5～25（標準） 25以上（肥満）

４ 母子保健（成育医療等）に関する現状

（１）成育過程にある者及びその保護者のからだ（体格）

体重は、ライフステージを通して生活習慣病や健康状態との関連性が強く、適正体重を維

持することは、生活習慣病の予防の観点から重要です。

①妊娠前のからだ

妊娠前の肥満度は、BMI18.5 未満（やせ）とBMI25以上（肥満）の割合を、平成30年

度と令和4年度で比較すると、やせも肥満も増加し、適正体重の妊婦が減少しています。

【妊娠前の母の体格（BMI）】

資料：母子手帳交付アンケート
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7.7%

6.2%

0.0%
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7.9%
7.2%

4.8%

0.3%

4.1%

7.8%
8.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

妊婦① 妊婦⑧ 妊婦① 妊婦⑧ 妊婦① 妊婦⑧

血糖（要経過観察） 血糖（要精密検査） 糖尿病

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

■妊娠中の母のからだ

各種ガイドラインに基づいた、妊娠中、出産後の管理を医療機関と連携し、必要な早期の

保健指導ができる体制が必要です。

①妊娠中の血糖値異常の状況

妊娠中の血糖値異常等で要精密検査と判定された割合は増加傾向にあります。また糖尿病

と判定された割合は、妊婦一般健康診査８回目（妊娠30週ごろ）で、令和2年度まで急激

な増加傾向にありましたが、令和３、4年度は減少しています。妊娠中に糖尿病（疑い）と

診断された場合は、母体の合併症予防や胎児の健全な発育のため、厳格な血糖コントロール

や医療機関による専門的な管理が必要です。

【妊娠中の血糖値異常の状況】

資料：母子保健の主要指標
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妊婦① 妊婦⑧ 妊婦① 妊婦⑧ 妊婦① 妊婦⑧

血圧140/90以上 尿蛋白（+）以上 妊娠高血圧症候群

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

②妊娠高血圧症候群等の状況

妊婦一般健康診査8回目（30週ごろ）の血圧において140/90mmHg 以上の割合は、

令和4年度が1.6％と増加傾向にあります。尿蛋白陽性（＋）以上の割合は、妊婦一般健康

診査１回目、8回目ともに平成30年度以降減少傾向にありましたが、令和4年度で増加に

転じています。妊娠高血圧症候群と判定された割合において妊婦一般健康診査1回目では令

和元年度以降増加傾向にあり、８回目では令和元年度以降は減少傾向にあったものの、令和

4年度は増加に転じています。

【妊娠高血圧症候群等の状況】

資料：母子保健の主要指標
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平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年
低出生体重児の人数 38 27 39 27 20 20
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平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

国 県 市

③こどものからだ

本市の低出生体重児の出生割合は、各年の変動はありますが、概ね減少傾向で、県・国よ

り低くなっています。

本市の３歳６か月児健診のカウプ指数は、令和4年度、やせ（３パーセンタイル以下）及

び肥満（97パーセンタイル以上）の割合が増え、適正体重（３～９７パーセンタイル）の割

合が減少しています。

（％） 【低出生体重児の割合】

資料：衛生統計年報

【身体発育（カウプ指数）の状況（３歳６か月児健診）】

資料：母子保健の主要指標
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④学齢期のからだ

小中学生における肥満の割合は増加傾向にあり、特に男子の増加が目立ちます。学校と連

携して実態を把握し、予防に向けた対策を行う必要があります。

【肥満傾向にあるこどもの割合（小学生）】

（％）

資料：能美の子ども ※市は令和２年度データなし



20

【やせ、適正体重、肥満者の割合（小学生）】
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資料：能美の子ども ※市は令和２年度データなし

小
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小
学
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【やせ、適正体重、肥満者の割合（中学生）】
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資料：能美の子ども ※市は令和２年度データなし
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【フレッシュ健診での体格（19歳～39歳女性のBMI）】

【フレッシュ健診での体格（19歳～39歳男性のBMI）】
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⑤青年期のからだ

女性では標準の割合が、年々減少し、やせと肥満の割合が微増しています。

男性では年度によって変動はありますが、やせの割合が少し減少し、女性に比べて肥満の

割合が多くなっています。

資料：フレッシュ健診データ

資料：フレッシュ健診データ
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【保護者のう歯の状況】

【う歯のある割合（３歳６か月）】
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（２）成育過程にある者及びその保護者のう歯の状況

①妊婦歯科健診

母子健康手帳交付時に胎児期からの歯胚形成や妊娠中の歯周疾患について、保健指導を行

い、妊婦歯科健康診査の受診勧奨をしていますが、妊婦歯科健康診査の受診率は、県より低

い状況にあります。妊婦が受けやすい健診体制を構築し、妊娠中から、自分と胎児の歯に関

心を持てるような取組を検討していく必要があります。

②こどものう歯

本市では、令和元年から歯科衛生士による個別指導を実施しており、令和４年度の３歳６

か月児健診におけるう歯のある割合は、県より低くなっています。

資料：母子保健の主要指標

資料：母子保健の主要指標
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【年長児のむし歯有病率（乳歯）】

【小学生のむし歯有病率】
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年長児のう歯有病率は県より低くなっていますが、小学生では、県より高くなっています。

資料：いしかわ歯と口腔の健康づくり推進会議資料

（％）

※3年移動平均の中央年度

資料：いしかわ歯と口腔の健康づくり推進会議資料

（％）
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【テレビ・スマホ等視聴時間（3歳6か月）】
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（３）成育過程にある者及びその保護者の生活習慣・生活リズムの状況

①生活リズム

子どもの早寝早起きをはじめとする生活リズムは、健全な発育発達を促す上で重要な生活

習慣の一つです。３歳６か月児健診の問診において、22時以降に就寝する割合は、３歳６か

月児では平成30年度と令和4年度を比較すると、わずかに減少していますが、県と比較す

ると高い値です。

②テレビ・スマートフォン等視聴

テレビ・スマートフォン等視聴を２時間以上視聴している割合は、３歳６か月児健診の問

診において、平成30年度と令和4年度を比較すると、顕著に増加しています。低年齢から

の長時間のメディア利用は、五感やからだを使った遊びの減少につながり、脳や心身の成長

発達に大きな影響を及ぼす可能性があります。

【22時以降に就寝する児の割合（3歳6か月児健診）】

資料：母子保健の主要指標

資料：3歳 6か月児健診アンケート
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５ 第２期能美市子ども・子育て支援事業計画の評価

（１）評価の方法

本評価は、「能美市こども計画」策定の基礎資料とするために、第２期能美市子ども・子育

て支援事業計画の４つの基本目標ごとそれぞれに位置づけられている施策の達成度について、

評価基準日を令和６年3月31日（令和５年度末）時点として、担当課が自己評価を行った

ものです。

■４つの基本目標

■評価基準

基本目標１．地域の人が手に手を取り合って子育て支援ができるまちづくり

基本目標２．質の高い教育・保育を一体的に提供できるまちづくり

基本目標３．次代の能美市を担う健やかな心と体を育むことができるまちづくり

基本目標４．子育て家庭が安心・安全に遊び、暮らせるまちづくり

達成度 評価内容 達成状況

A 計画に掲げた施策を達成した。 80～100％

B 計画に掲げた施策を概ね達成した。 60～80％程度

C
現在、施策の達成に向けて動いている。

（半分程度実施した）
40～60％程度

D
現在、施策の達成に向けて動き始めている。

（施策に着手し、動き始めることはできた）
20～40％程度

Ｅ
現在、ほとんど手をつけていない。

（施策に着手することができなかった）
20％未満
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（２）基本目標ごとの評価結果

先述の評価の基準で、基本目標ごとの採点（A：100点、B：80点、C：60点、D：40

点、Ｅ：20点に配点）を行い、集計した結果、計画全体の評価点は87.4 点となっています。

また、基本目標ごとの評価点は、「基本目標２．質の高い教育・保育を一体的に提供できる

まちづくり」が92.0 点と最も高く、次いで、「基本目標３．次代の能美市を担う健やかな心

と体を育むことができるまちづくり」が89.4点、「基本目標１．地域の人が手に手を取り合

って子育て支援ができるまちづくり」が87.5 点、「基本目標４．子育て家庭が安心・安全に

遊び、暮らせるまちづくり」が81.6 点となっています。

評価点 分野

92.0 点 基本目標２．質の高い教育・保育を一体的に提供できるまちづくり

89.4 点 基本目標３．次代の能美市を担う健やかな心と体を育むことができるまちづくり

87.5 点 基本目標１．地域の人が手に手を取り合って子育て支援ができるまちづくり

81.6 点 基本目標４．子育て家庭が安心・安全に遊び、暮らせるまちづくり

【基本目標ごとの評価点】

基本目標１．地域の人が手に手を

取り合って子育て支援ができるま

ちづくり
基本目標４．子育て家庭が安心・

安全に遊び、暮らせるまちづくり

基本目標２．質の高い教育・保育を

一体的に提供できるまちづくり

基本目標３．次代の能美市を担う

健やかな心と体を育むことがで

きるまちづくり

【評価点順（平均87.4 点）】

平均
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６ こども・若者の課題

（１）第２期能美市子ども・子育て支援事業計画の課題

第２期能美市子ども・子育て支援事業計画の取組の見直しと評価を行い、主な課題と今後

必要な取組を抽出し、こども・子育て施策に反映させていきます。

基本目標１．地域の人が手に手を取り合って子育て支援ができるまちづくり

基本施策１ 地域における子育て支援

●認定こども園や子育て支援センターなど行政主体のサービスにとどまらず、地域で活動

するこども食堂や子育て支援団体といった社会資源を、早期から幅広く活用することに

より、子育ての負担軽減を実感できる環境づくりを進める必要があります。

●地域貢献を目的とする地元企業・法人等や市民団体の活動に対して、行政機関が橋渡し

役となり、既存の社会資源を活用し、子育てを地域で支えるネットワークづくりについ

て検討する必要があります。

●こども相談ステーションなどの行政機関、主任児童委員、民生委員・児童委員、子育て

支援団体、民間事業者など、こどもに関わる関係者のどこかに相談すると、つながりが

広がる体制づくりについて検討する必要があります。

●ファミリー・サポート・センター運営事業について、協力会員の数は少しずつ増加傾向

にありますが、依頼の数に対して協力会員の数は足りておらず、協力会員の募集方法の

検討、SNSなどを通してPR活動を行い、会員の確保や事業の周知を行っていく必要が

あります。

●こども食堂の活動について、のみ地域力強化支援ファンドが創設され、こども食堂を含

む地域課題を解決するための互助活動に補助をしていますが、ファンドによる支援期間

が終了となった後の活動のサポートについて検討する必要があります。

●放課後児童クラブについて、配慮の必要な児童が安心して過ごせるよう、今後も相談機

関と連携し体制を整えていく必要があります。
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基本施策２ 専門的な支援を要する子どもや家庭への支援の充実

●継続した児童虐待防止の取組、早期発見・早期対応が求められており、こども相談ステ

ーションを相談窓口として、専門職がチームとなってこれまで以上に関係機関との適切

な連携や情報共有ができるように努めていく必要があります。

●学習支援ボランティア事業について、こどもの居場所としての機能があり、こどもたち

の調理体験の機会や交流イベントがこれまで以上に活発に行われるよう、内容のさらな

る創意工夫が必要となります。

基本施策３ 仕事と家庭・子育ての両立の推進

●父親の育児休業取得が増え、育児講座に関心を持っている人も多くなっています。育児

講座（パパ講座）などの日程や内容等を工夫し、参加者の増加を図ります。また、プレパ

パも一緒に参加し、情報交換ができる活動を考えていく必要があります。

基本目標２．質の高い教育・保育を一体的に提供できるまちづくり

基本施策４ 質の高い教育・保育の一体的な提供

●学校施設の大半が建設後40年以上経過しており、老朽化が深刻な課題となっています。

今後、施設の改築・改修を行うための財源の確保が課題です。

●認定こども園について、民営化した園の効果検証に取り組み、今後の公立認定こども園

の民営化の方向性を検討する必要があります。
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基本目標3．次代の能美市を担う健やかな心と体を育むことができるまちづくり

基本施策５ 成長・発達を支える生涯の健康づくり

●低年齢からの長時間のメディア利用は、脳や心身の成長発達に大きな影響を及ぼす可能

性があることを、保健指導内容に盛り込み保護者に伝える必要があります。

母子保健において、ライフコースアプローチの観点で、生活習慣病の発症予防に取り組

む必要があります。

●医療機関からの妊婦健診データをタイムリーに活用できていないのが現状です。

適切な保健指導を早期に実施できるよう、医療機関と連携する仕組みについて検討する

必要があります。

基本施策６ 子どもの心身の健やかな成長を支える教育・保育環境づくり

●コミュニティスクール事業では、地域のボランティアが協力して全ての小中学校で教育

活動の充実を図り、こどもたちの学びや体験、安全・安心の充実に努めています。今後

も地域の力を学校に生かして教育活動を支えていきます。

●多様化する社会情勢や保護者のニーズに対応するため、市全体の教育・保育の質の向上

を図る必要があります。

●こどもの主体性を大切にした質の高い教育・保育の充実を推進し、こどもの考える力、

意見表明・自己決定を育成していく必要があります。

基本目標４．子育て家庭が安心・安全に遊び、暮らせるまちづくり

基本施策７ 安全で安心して生活できる環境の整備

●通学道路等の整備について、児童生徒が安全に通学できるよう引き続き整備を進めてい

く必要があります。

●認定こども園、公園等の遊具について、点検の結果、経年劣化等で使用不可となった遊

具の修理や更新を計画的に進めていく必要があります。
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（２）アンケート調査からの課題

本調査は、「能美市こども計画」を策定するにあたり、市内に居住する未就学児童及び小

学生の保護者を対象として、教育・保育・子育て支援に関する事業の利用状況や今後の利用

希望等を把握するために実施しました。

●子育てに関して相談できる人や場所について

少数ではあるが、相談できる人や場所がいない（ない）という回答がある。また、市事

業として、子育て短期支援事業（ショートステイ）、子どもの学び支援、教育センターの

認知度の割合が低い。必要な人に必要な情報が届くように周知が必要である。

●こどもの病気の際の対応について

こどもが病気やケガで認定こども園等を利用できなかった経験がある人は多く存在する。

病児保育施設の利用を希望する保護者は多いが「予約が取りにくい」等の意見が多く、利

便性の向上が必要である。

●子育てと仕事の両立支援について

父親、母親ともに育児休業取得率は上がっているものの、父親では取得率が高いとはい

えない状況である。ワーク・ライフ・バランスの啓発や職場における育児休業に対する理

解の促進等が求められる。

●能美市のこれからの子育て支援施策について期待すること

「安全な遊び場の確保」「児童手当などの経済的な支援」「医療機関の充実」「多様な教

育・保育サービスの充実」等、第１期計画のアンケート調査と同項目が上位を占め、国の

動向も踏まえ、引き続き施策を検討する必要がある。

●住民の意見として（自由記載）

こどもたちが安全・安心に歩けるよう、道路の整備を求める声があり、歩道の整備等が

必要である。また、習い事・学校への送迎の負担軽減や交通機関の充実を求める声があ

り、これらニーズへの対応が必要である。

子ども・子育て支援に関する調査
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本調査は、「能美市こども計画」を策定するにあたり、こども・若者が置かれている状況や

今後の展望、また、こども・若者の生活実態や日頃の意識について把握するために実施しま

した。

●外出を避けているこども・若者について

約82％が「平日毎日外出する」と回答した一方、少数ではあるが、「外出を避けている」

を回答した中で、「自室からほとんど出ない」「５年以上外出を避けている」「関係機関に相

談したいと思わない」等の回答があった。また、外出を避けるようになったきっかけとし

て、「学校へ行くのが嫌になった」「人と接するのが嫌になった」「病気やケガをした」等が

あり、こころのSOSサインに気づいた時の対処の仕方をはじめ、こども・若者家庭が、必

要な情報を得られ必要な支援が受けられるよう、地域における関係機関が連携し、対応す

る必要がある。

●地域の活動やボランティア活動について

この１年以内に学校や仕事以外で参加した活動について、半数以上が「何もしたことが

ない」と回答、地域の活動やボランティア活動に参加しないこども・若者の割合が高い。活

動に参加しやすくなる条件として、「自分に合った時間や内容で活動できる」「友人や家族

と一緒に活動しやすい」「活動参加によるメリットがある」の回答が多く、こども・若者の

ニーズを満たせるよう、ボランティア活動の理解を推進するとともに、周知方法を工夫す

る必要がある。

●自分自身のことや悩みや困っていること・将来への不安について

自分自身にあてはまるものとして、「自分らしさがある」「親から愛されていると感じる」

がそれぞれ約60％以上の回答がある一方、約13％が「自分は役に立たないと強く感じる」

と回答した。悩みや困っていることについて、13歳から18歳では「受験や進学、将来の

こと」、19歳以上では「自分の将来のことやお金のこと」の割合が高い。将来への不安に

ついては、「収入・生活費」について半数以上が回答しており、次いで「仕事」や「就職」

の回答があった。

全てのこども・若者の個性や多様性が尊重され、ありのままの自分を受け入れて自己肯

定感を持ち、自分らしく一人一人が幸福な生活を送ることや、固定観念や価値観を押し付

けられず、自由で多様な選択ができ、自分の可能性を広げることができる社会「こどもま

んなか社会」の実現に向けて、地域の実情を踏まえ施策を検討する必要がある。

子ども・若者の意識と生活に関する調査
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●結婚や子育てについて

結婚について約11％が「結婚したくない」と回答、こどもについて約14％が「子ども

は欲しくない」と回答した。理由は、「経済的負担が大きい」「自分の自由な時間がなくな

る」「子育てに自信がない」等の回答が挙げられており、働くこと、誰かと家族になること、

親になることに夢や希望を持ち、20代、30代を中心とする若い世代が、結婚・子育てに

対して前向きになれる施策の検討が必要である。

●能美市が取り組むこどもや若者の施策に望むこと

「安心して出産・子育てのできる環境づくり」「参加しやすいイベントなどの企画や情報

提供」「ホッとできる居場所の提供」を望む回答が多く、こども・若者の状況やニーズをよ

り的確に踏まえるためにも、こどもや若者、子育て当事者の意見を幅広く聴収して施策に

反映する必要がある。また、結婚の課題とあわせて、将来の能美市を担う人材を増やすた

めにも、相談体制、経済対策を含めた子育て環境の充実が必要である。

●ヤングケアラーやこどもの権利について

ヤングケアラーについて約48％が「聞いたことがあり内容も知っている」と回答、子ど

もの権利条約については、約57％が「聞いたことがない」と回答があった。こども・若者

が権利の主体であることについて社会全体で理解を深め、切れ目のない支援や子育て当事

者への支援、また、こども・若者の最善の利益を実現する観点から、意見を表明しやすい環

境をつくり、対話しながらともに進めていく必要がある。
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本調査は、令和５年度の児童扶養手当受給資格者を対象に、日頃の暮らしやこどもの様

子、保護者の就業や所得の状況、子育ての悩みなどについて把握するために実施しました。

●今後どの段階までの教育を受けさせたいか

大学までの教育について、ひとり親世帯の約半数近くが大学進学をあきらめざるをえない

状況であり、国の動向も踏まえ、支援を検討する必要がある。

●こどもを塾や習い事に通わせているか

こどもの塾や習い事について、経済的な理由による教育格差がでないよう、施策の検討

が必要である。

●こどもについて、現在悩んでいること

教育費、進学、しつけ、教育の自信が持てないが上位に挙げられている。教育や就学にか

かる経済的支援とともに、しつけやこどもの教育に関する相談体制を充実する必要がある。

●こどもにとって、どのような支援があるとよいか

就学や生活のための経済的支援のニーズや、こどもの居場所の提供が上位に挙げられてい

る。貧困世帯に向けた就学支援や、利用できる支援の情報が届くよう周知が必要である。

●住民の意見として（自由記載）

子ども食堂などを利用して生活の支えになっているが、それでも生活が苦しいのでもっ

と色々な支援を知りたい、教えてほしい、との声があった。

悩みを相談できないひとり親は、一人で抱え込み孤独になりやすく、経済的にも厳しい

状況にあり、養育を断念せざるをえない、との意見があった。

こどもが将来の目標を立てて勉強し努力しているが、金銭的な面で大学進学は厳しいと

思う、との意見があった。

利用できる支援の周知方法や、相談体制の充実、安心できる居場所など多角的なサポー

トが必要である。

ひとり親世帯の生活状況等に関する調査
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第３章 計画の基本的な考え方

１ 基本的な視点

こども大綱では、こどもや若者の最善の利益を第一に考え、こどもや若者を権利の主体と

して認識し、こどもや若者を取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、誰一人取り残さず、健や

かな成長を社会全体で後押しする、「こどもまんなか社会」を実現していくことが示されてい

ます。国の「こども大綱」６本の柱の趣旨を本市の計画における６つの視点に据えました。

本計画の施策を推進するにあたっては、こどもや若者を権利の主体として認め、その多様

な人格と個性を尊重することが大切です。

また、ライフステージに応じた支援を行い、良好な成育環境を整え、貧困や格差を解消し

ます。さらには、若い世代の生活基盤を安定させ、結婚や子育てに関する希望の実現を図り

ます。

視点１ こども・若者の権利の尊重

こどもや若者の個性や人格を尊重し、権利を守り、最善の利益を追求します。

視点２ 意見の尊重

こどもや若者、子育て中の人々の意見を大切にします。

視点３ 継続的な支援

こどもや若者、子育て中の人々に、ライフステージに応じた切れ目のない支援を行います。

視点４ 良好な成育環境の確保

貧困や格差を解消し、全てのこどもや若者が幸せに成長できるようサポートします。

視点５ 生活基盤の安定

若い世代の生活を安定させ、結婚や子育てに関する希望を叶えます。

視点６ 地域との連携

施策の推進にあたっては、地域や民間団体と協力して支援を行います。

本計画における６つの視点
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２ 基本理念

本市では、「第２期能美市子ども・子育て支援事業計画」において、『安心して子どもを産

み育て 子育ての喜びを実感できるまちづくり』を基本理念とし、「未来を担い、創造する子

どもたちを育む」「子どもたちの可能性と夢を引き出す」「地域の見守りと気づきで創る子ど

もたちの未来」を基本的な視点に据え、次代を担うこどもが健やかに成長していくための環

境づくりとして、認定こども園の民営化を始め、18歳未満のこどもに関する悩みにワンスト

ップで対応できる相談体制の構築に取り組んできました。

本計画では、第２期能美市子ども・子育て支援事業計画の基本理念を継承しつつ、こども

基本法やこども大綱の目的や方針を踏まえ、こどもや若者の最善の利益を第一に考え、権利

を保障し、誰一人取り残さないよう、こどもの育ちをサポートすることにより「すべてのこ

ども・若者に笑顔があふれ 幸せが実感できるまち」の実現を目指します。

【基本理念】

すべてのこども・若者に笑顔があふれ

幸せが実感できるまち
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３ 計画の体系図

すべてのこども・若者に笑顔があふれ

幸せが実感できるまち
基本理念

【基本施策】【基本目標】

基本目標１

未来を担うこども・若者の

健やかな成長と

自己実現を支援

(15)妊娠から出産、子育ての経済的負担の軽減

(16)地域における子育て支援の充実

(17)ワーク・ライフ・バランスの促進

(18)ひとり親家庭等への支援

(14)不登校・ひきこもり・自殺防止対策等の推進

(13)児童虐待の早期発見と早期支援

(12)発達が気になるこどもとその家族の支援の充実

(11)こどもの貧困対策の推進

(10)多様な居場所づくり

(９)こどもの権利の保障

(８)結婚を希望する人への支援

(７)就労支援

(６)安心して学ぶことのできる環境づくり

(５)豊かな心と健やかな体づくり

(４)教育環境の充実

(３)幼児期の教育・保育の充実

(２)親子のよりよい関係性を育む支援

(１)母子の健康支援

(19)子育て情報提供の充実

(20)安心して外出できるまちづくり

基本目標３

安心して子育てができる

環境づくり

子育て家庭への支援

基本目標２

誰一人取り残さないために

こどもの育ちをサポート

ライフステージを

通した支援

ライフステージに

応じた支援

妊
娠
前
か
ら

幼
児
期
ま
で

学
童
期
・
思
春
期

青
年
期
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４ 重点方針

３つの基本目標を達成するための「能美市の強み」を生かした重点方針を設定します。

重点方針１ 専門職と地域のネットワーク強化により、こどもの育ちを支援

健康福祉センター「サンテ」に、保健師、管理栄養士、助産師、保育士、発達支援専門相

談員、教育相談員、臨床心理士の専門職を配置し、妊娠期及びこどもに関する悩みをワンス

トップで対応できる相談体制を充実します。

相談内容に応じ、制度の狭間や複合課題を抱える家庭を支援するため、専門機関等との連

携を強化するとともに、本市の強みである市民力・地域力の高さを生かし、地域の見守りの

力や関係機関とのネットワークの強化を図り、誰一人取り残さないこどもの育ちを支援しま

す。

こどもの総合相談窓口の体制図

　　　　　サンテ【こども家庭センター機能】

こどもの総合相談窓口

就労準備支援事業所
生活・社会・就労自立支援

地域

・子育て支援センター　・ファミリーサポートセンター
・認定こども園等　・児童館　・放課後児童クラブ

・学校（小学校・中学校・高校・特別支援学校）
・教育センター　など

アウトリーチ支援
訪問による相談支援

親子サロン

こども食堂

主任児童委員
民生委員・児童委員

・児童相談所　・医療機関　　　

・児童養護施設
・相談支援事業所（障がい）

・あんしん相談センター　など

のみ♥子育てネットワーク

地域福祉委員会

公民館

こども相談ステーション（２階）

家庭児童相談室
　養護相談
　児童虐待
　ヤングケアラーに

　関する相談等

発達支援
　こどもの心身の
　発達に関する相談

教育分野
　いじめ・不登校
　相談等

障がい児支援
　障害児給付
　医療的ケア児
　支援

ご近所づきあい

保護者会 その他…

ファミサポ会員

民間団体・企業

地域スポーツクラブ・部活動

母子保健
　妊娠～乳幼児期の健康の
　保持増進

健康推進課（１階）

連携
連携

つなぐ

社会福祉協議会

妊娠・出産期 乳幼児期 学童期 思春期 青年期

公的機関

ネットワーク強化
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重点方針２ 自他を大切にできる心の育ちをサポート

「こどもまんなか社会」の実現のためには、全てのこども・若者が生涯にわたる人格形成

の基礎を築き、自立した個人として成長するために、ひとしくその権利の擁護が図られるこ

とが重要となります。

本市では、自己を確立していく育ちの中で、相手を「思いやる」お人柄で、意見表明・参

画する力と自己選択・自己決定・自己実現できる力を育むため、全てのライフステージにわ

たり、心身の発達段階に応じたサポートに取り組みます。

資料：能美市第２期ＳＤＧｓ未来都市計画
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「自他を大切にできる心の育ちをサポート」の概念図

・親子関係（ライフステージに応じた関わりを支援）

・虐待予防の取組・周知啓発

取
　
組

発
達
過
程

自他を大切にできる心の育ちをサポート

・母胎と胎児の
　健康管理

・発達に合わせた遊び
・五感や好奇心を刺激
・愛情を受けて育つ

・考えを聞いてもらう
・意見が反映される
・否定されない

・知識を学ぶ

・学童期の経験生かす
・意見の反発
・折り合いを学ぶ

・他者を大切に思う心
・適切なパートナーシップ
・自立した生活

・妊娠前の健康支援
・伴走型相談支援
・妊娠期の健康管理
・プレママ・プレパパ支援

・地域での居場所の獲得（受け入れられる経験）

・すこやかな親子関係のための各種プログラム
・日常的なコミュニケーションを促進する遊びや学び
・こどもに関わる機関・こども家庭センター機能の取組

・地域や学校で多様な考え方に触れる
・こどもの権利について学ぶ
・ネガティブな経験も含めた人間関係を知る　

・地域活動への参画の推進
・SNS等を活用した周知啓発

妊娠・出産期 乳幼児期 学童期 思春期 青年期

・愛着形成支援
・健やかな心と体づくり

意見表明・参画する力
自己選択・自己決定・自己実現できる力

相手の気持ちを「思いやる」お人柄で
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第４章 基本目標と分野別施策の展開

基本目標１ 未来を担うこども・若者の健やかな成長と自己実現を支援

こどもが自分に必要な情報を取捨選択し、自己決定・自己実現に向けて努力することので

きる将来の実現に向け、ライフステージに応じた切れ目のない支援の充実を図ります。こど

も・若者の年齢及び発達に応じて「妊娠・出産期」「乳幼児期」「学童期」「思春期」「青年期」

のステージに分け、それぞれの段階ごとに取り組むべき施策を定め、切れ目のない支援を行

います。

妊娠前から幼児期まで

妊娠期を健やかに過ごし、安心して出産・子育てができるよう、妊娠・出産期から切れ目

のない支援を行うとともに、親子のよりよい関係性を育み、主体性を高める教育・保育を

はじめ、健やかな成長の基礎づくりに取り組みます。

学童・思春期

こどもたちが多様な学びの場で育つ環境を整え、児童・生徒の豊かな心と健やかな体づ

くりを推進するとともに、児童・生徒が安心・安全に過ごせる居場所づくりに取り組み、生

きる力や豊かな感性を育む環境づくりを進めます。

青年期

若者が将来の夢や希望を抱いて、他者を大切に思い、地域活動への参画や多世代交流の

機会の充実を図るとともに、自立した生活を送ることができるよう就労を支援し、結婚を

希望する人へ出会いの場の創出を支援します。
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【数値目標】

「今の自分が好きだ」と思うこども・若者の割合（自己肯定感の高さ）

子ども・若者の意識と生活に関する調査

「自分の将来について明るい希望がある」と思うこども・若者の割合

子ども・若者の意識と生活に関する調査

「この地域で子育てをしたい」と思う親の割合

乳幼児健診アンケート

区分 基準年度 基準値 目標年度 目標値

中学生 （13歳～15歳） 令和５年度 ― 令和11年度 70.0％

高校生年代 （16歳～18歳） 令和５年度 ― 令和11年度 70.0％

１９歳以上 （19歳～29歳） 令和５年度 ― 令和11年度 70.0％

区分 基準年度 基準値 目標年度 目標値

中学生 （13歳～15歳） 令和５年度 ― 令和11年度 80.0％

高校生年代 （16歳～18歳） 令和５年度 ― 令和11年度 80.0％

１９歳以上 （19歳～29歳） 令和５年度 ― 令和11年度 80.0％

区分 基準年度 基準値 目標年度 目標値

乳幼児健康診査対象者 令和５年度 98.4% 令和11年度
基準値
以上
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基本施策１ 母子の健康支援

市健康増進計画（健康のみ２１（第三次））で掲げている、胎児期から高齢期に至るまでを

経時的に捉えた健康づくりのライフコースアプロ―チを踏まえた施策を実施していきます。

具体的な課題として、妊娠前から学童期のどの年代においても適正体重の人の割合が減少

しています。また、健やかな心と身体の基本となる生活リズムに関しては、幼児期の生活リ

ズムで遅寝の割合が増えていることが問題となっています。これらの課題に対して、引き続

き関係機関との連携を強化し、取り組みを進めていきます。

取組・事業名 内容

妊娠前の体の支援

19歳～39歳の年代を対象とした健康診断（フレッシュ健

診）、保健指導を実施し、健康管理を支援します。

また、いしかわプレ妊活健診助成事業により、将来こどもを

望む夫婦に、妊娠に関する正しい知識を身につけてもらい、妊

娠前の体が健康に保たれるよう、費用助成や情報提供の支援を

します。

母子保健DXの推進

妊娠期から出産、子育て期までの母子保健事業の分野におい

て、子育てアプリ「はぐはぐ」を活用し、乳幼児健診DX、予防

接種DX、オンライン相談等を実施します。

妊婦等包括相談支援事業

保健師・助産師・栄養士（母子保健コーディネーター）が、

保護者及びこどもに、妊娠・出産・子育ての段階に応じた切れ

目のない包括的な支援を、相談・訪問・電話・オンライン相談

等で実施します。

転入者や里帰り妊産婦のデータについて国の進める母子保健

DX等で把握をし、必要な支援を実施します。

妊娠期の健康管理及び保

健指導

母子健康手帳交付時やマタニティクラス、妊婦相談及び訪問

等により、胎児期からの生活習慣病予防等を視点とした必要な

保健指導を実施します。また、適切な時期に実施できるよう、

産科医療機関との連携、健診データ等の情報連携の仕組みを検

討していきます。

産婦・子育て期の保護者

の支援

産後2週間助産師等訪問事業、産後ケア事業や産前産後応援

ヘルパー派遣事業、おっぱいの相談日、心理相談等の実施によ

り、不安定になりやすい産後のメンタルヘルスをはじめ、保護

者の心身の健康管理に必要な支援を行います。

～妊娠前から幼児期まで～
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取組・事業名 内容

関係機関との連携

（ケース検討会、母子保

健部会、各連携会議）

安心して妊娠・出産・子育てをするために、母子健康手帳交

付時からリスクを把握し、医療機関をはじめ各関係機関の多職

種で支援します。

医療体制・ハイリスク者

の支援

本市の周産期医療及び小児医療等の体制を、県（南加賀保健

福祉センター）と共有していきます。また、未熟児やハイリス

ク妊産婦の支援について、医療機関からの情報を共有し、県と

支援していきます。

健やかな心と体づくりの

支援

乳幼児健診・各種相談日、離乳食及び幼児食教室にて、月齢

に応じた発育・発達の確認や脳の発達を促す生活習慣（生活リ

ズム、食事、運動、睡眠など）が形成されるよう、保健指導・

栄養指導、医療等の紹介・情報提供を行います。また、「早寝・

早起き・朝ごはん」などを認定こども園と母子保健が協働し、

出前講座等を実施していきます。健やかな体づくりの基礎とな

るよう、予防接種事業により、疾病予防や重症化予防を図って

いきます。

未来へつなぐ歯とお口の

健康づくり事業

生涯にわたる歯科保健対策として、妊婦歯科検診、乳幼児健

診・相談事業での歯科保健指導、認定こども園での集団フッ化

物洗口の実施をし、胎児期からのむし歯予防を実施します。
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能美市こども計画

基本施策２ 親子のよりよい関係性を育む支援

親子のよりよい関係性を育むには、日常的な相互のコミュニケーションが重要です。親子

でともに楽しめる学びや遊びの場を提供し、信頼関係を深める取組の充実を図るとともに、

保護者同士の交流が図れるよう支援します。また、子育て相談や各種子育てプログラム等を

通じ、保護者や養育者が子育てに関する不安やストレスを軽減できるよう支援します。

取組・事業名 内容

こども相談ステーション

の認定こども園等巡回相

談・支援

専門知識をもつ相談員が認定こども園等を訪問し、こどもの

対応について相談支援や助言を実施します。また、小集団指導

として支援を必要とする年中児あるいは年長児を少人数グルー

プで、こどもの成長を促し自己肯定感を高める支援を実施する

ことにより子育てに不安を抱える家庭をサポートします。

母子ケース検討会（こど

も家庭センター合同ケー

ス会議）の実施

児童福祉と母子保健が協力し、支援が必要と思われる家庭の

情報を早期から共有、援助方針の検討を行うことで、や親子関

係を育む支援につなぎます。

親子関係形成支援事業

(親子の絆サポート事業)

より良い親子関係を育むために、こどもとの関わり方や子育

てに悩みや不安を抱えている保護者やそのこどもに対し、困り

ごとに応じた相談や子育てプログラム等を実施します。また、

同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相

談・共有し、情報の交換ができる場を設けます。

子育て世帯訪問支援事業

産前産後等の育児や家事の支援が必要な世帯に、子育て応援

ヘルパーを派遣し、休養と育児不安の解消を図ります。低所得

者には利用料の軽減を行います。

養育支援訪問事業
養育支援が必要とされる家庭に対し、専門職等が訪問し専門

的な相談支援を行います。

子育て講座
働いているパパや育休中のパパを対象に育児講座（パパ講座）

を実施します。また、祖父母に対し孫育ての講座を実施します。
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基本施策３ 幼児期の教育・保育の充実

幼児期は、こどもの生涯にわたる成長の基盤を築く重要な時期です。主体性を高める教育・

保育体制を整備し、幼児の健全な成長を支援します。また、専門性の高い保育士を養成する

ため、継続的に研修を実施し、質の高い教育・保育の充実を目指します。

取組・事業名 内容

認定こども園事業

こどもの成長に応じた、幼児教育及び保育の環境を整えます。

また、主体性を高める教育・保育の質の向上のため、保育士等

の確保、育成及び定着支援、職場環境の改善等に努めます。

多様化する社会情勢や保護者のニーズに対応し、教育・保育

の受入れ枠の確保を行います。

認定こども園の民間移管後の検証と今後の民営化について検

討を実施します。

特別保育事業

障がい児保育・延長保育・一時預かり・休日保育等について、

保護者のニーズに対応し、保育を実施します。病気やケガの児

童に対して、保護者の代わりに病児・病後児保育を実施します。

また、病児保育施設の予約を取りやすくする等、利便性の向上

を図ります。

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について、満

３歳未満の乳児または幼児に適切な遊び場や生活の場を提供す

るとともに、親子の心身の状況及び養育環境を把握するための

面談や子育てについての情報の提供等を行います。

マイ保育園登録事業について、地域の子育て家庭の育児を支

援することを目的とし、出産前からこどもが３歳になるまでの

不安の多いこの時期において、保育士等からの継続的な支援（育

児体験、一時保育、育児相談）を実施します。

特色ある教育・保育の充

実

子ども育成体験推進事業等を導入し、特色ある教育・保育の

充実を図るとともに、ふるさと愛が醸成される地域密着の教

育・保育を展開します。

外国籍職員の認定こども園訪問や能美市国際交流協会員との

交流を通じて、他国の文化について知るとともに、興味や関心

を育める教育・保育を実施します。
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能美市こども計画

取組・事業名 内容

小１プロブレム対策

認定こども園等と小学校が子どもの発達の連続性を踏まえ、

定期的に意見や情報交換の場を持ち、連携を強化します。

配慮を必要とする児童の小集団指導を実施し、集団行動への

円滑な移行を目指します。また、スタートカリキュラムを実施

し、認定こども園等から小学校生活への円滑な移行を目指しま

す。

保育職員研修の充実

人材育成や多様なニーズに対応するため、保育士等が各種研

修に参加し、専門性を高めることで教育・保育事業の充実を図

ります。また、内部・外部研修への参加により、公立・私立職

員間の情報共有と技術を再確認し、質の高い教育・保育の充実

を目指します。

保育施設の改修
安全・安心で快適な施設利用ができるよう施設改修を行い、

保育施設の機能強化と環境改善を図ります。

老朽化した保育施設の整

備

民営化する認定こども園を検証しながら、整備を推進しま

す。
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基本施策４ 教育環境の充実

ふるさと教育や国際交流事業、環境教育、体験学習を推進するなど、こどもたちが多様な

学びの場で育つ環境を整え、地域の歴史や文化を継承する教育活動やグローバルな視野を持

つ人材の育成、環境保全意識の醸成を図ります。

小学校や中学校、各関係機関等が連携し、情報交換を行い、地域全体での学びのネットワ

ークを構築します。

取組・事業名 内容

誰もが学べる環境の提供

GIGA端末を活用した効果的な教育環境や、能美市学びのベ

ーシック事業や学校教育アドバイザー事業を通して、学校全体

で授業の改善に取り組みます。また、日本語を話せない児童・

生徒に対し、通訳や日本語指導員を派遣します。

小学校生活が円滑に送れるよう、各種連絡会等で小学校と認

定こども園・放課後児童クラブとの連携を強化し、個々に合わ

せた学習の場の提供を実施します。

ふるさと教育の推進

各学校での総合的学習の時間にふるさと教育を行ったり、コ

ミュニティスクール事業で、地域の方から学ぶ場（授業や行事

等）を設定します。

国際交流事業

幼少期から国際感覚を養い、国際理解を促進します。グロー

バル社会に対応しうるこどもの育成につながる取組を実施しま

す。

環境教育の推進

環境団体とともに、イベント開催等を通じて、様々な体験か

らエコや環境について考える機会をつくります。また、家庭や

学校での省エネや節電実践や、小学校の環境学習の一環である

美化センターの見学を継続して行います。

体験学習の機会の充実

乳幼児や保育園児とふれあう機会の充実や、福祉体験学習、

異なる年齢のこども同士や世代間の交流、親子の交流事業の拡

大等を推進します。また、小中学校による九谷焼体験学習の継

続や、里山に関する多様な主体の協働による、里山体験交流機

会の提供をします。

多様な学びの場の提供

各種スポーツクラブや文化クラブを実施します。また、次代

を担う児童・生徒に、税の意義や役割を正しく理解してもらう

など、様々な分野の学びの場を提供していきます。

～学童期・思春期～
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能美市こども計画

取組・事業名 内容

人権に対する理解と配慮

を深める学習の機会

中学生・高校生を対象とした子育てについての理解を深める

学習や、学習指導要領に基づく男女共同参画社会の学習機会の

充実など、関係機関が協力しながら効果的な取組を推進します。

市内高等学校への昼食提

供

寺井高校の生徒に栄養バランスの取れた学校給食を提供し、

心身の健全育成と保護者の昼食準備の負担を軽減します。
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基本施策５ 豊かな心と健やかな体づくり

学童期・思春期のこどもの豊かな心と健やかな体づくりには、適切な生活習慣（生活リズ

ム、食事、運動、睡眠など）の獲得のため、様々な学習の機会や体験から正しい知識と自己選

択できる力を身につけていくことが重要です。また、農作業体験、栄養・食生活に関する教

育など食育を推進し、こどもの健康な体づくりを促進します。地域との温かい交流を通じ、

安心できる人間関係を築くことや、体験学習や地域での多様な交流活動ができるよう居場所

づくりに取り組み、生きる力や豊かな感性を育む環境づくりを進めます。

取組・事業名 内容

健やかな体づくり

学校の保健体育の授業で体・栄養・食生活、たばこ・薬物乱

用の害、たばこ・性に関する教育を推進します。また、PTA・

関係機関と連携し「早寝・早起き・朝ごはん」の取組やがん教

育の実施、学校保健委員会による、生活習慣・ネットやゲーム

に関する問題等について考える場を設定します。児童委員会を

中心として歯の衛生週間の取組を実施します。健康管理として、

学校での健康診断や歯科検査、身体計測を実施します。また、

個別対応の必要な給食でのアレルギー対応等を実施します。

未来へつなぐ歯とお口の

健康づくり事業（再掲）

生涯にわたる歯科保健対策として、学童期のフッ化物洗口を

取り入れた事業を実施します。

食育の推進

こどもたちに向けて、地域企業や地域農家と連携したヘルシ

ー＆デリシャス事業の実施や、食育に関する情報等の発信・交

流を食に携わる関係者や関係課と連携して実施します。関係課

と連携し、食育・地産地消を推進するための出前講座を実施し

ます。農作業体験、親子料理教室など食を通じた交流づくりや、

毎日の給食を通して、食に関する関心を高めます。

豊かな心の育成

乳幼児や保育園児とふれあう機会の充実や、福祉体験学習、異

なる年齢のこども同士や世代間の交流、親子の交流事業の拡大

等を推進します。また、小中学校による九谷焼体験学習の継続

や、里山に関する多様な主体の協働による、里山体験交流機会

の提供をします。
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能美市こども計画

基本施策６ 安心して学ぶことのできる環境づくり

学校等の教育施設、児童館・児童クラブ室を整備し、こどもたちが安心して学ぶことので

きる環境を整備します。

取組・事業名 内容

教育施設の整備

安全・安心な教育環境の確保はもとより、時代のニーズに対

応した教育環境を確保するために、教育・学校施設の整備を計

画し、実施します。

総合型地域スポーツクラ

ブ創設・育成支援事業

市スポーツ協会や市スポーツ推進員等の協力により、クラブ

の育成支援を行います。

児童館・放課後児童クラ

ブ室の整備

安全・安心で快適な施設利用ができるよう施設整備を行いま

す。
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基本施策７ 就労支援

若者の就労支援は、若者が自らの能力を最大限に発揮し、安定した生活を築くために必要

な取組です。新規学卒者に対する地元企業の認知度を向上させ、地元企業への就職・再就職

を支援します。

取組・事業名 内容

市内企業 PR と若者雇用

支援の取組

能美市企業紹介サイト、能美市大図鑑「能美の取り柄」では、

ものづくり企業の魅力を伝えるとともに、地元で働く若者を応

援する「能美市ゲンバ・ヒーローズ」を通じて、地元で働く良

さを紹介して若者の就職を支援しています。また、高校生を対

象に「企業ガイダンス」を開催し、市内企業の魅力をPRし認

知度を向上させ、将来的な人財確保へとつなげています。

市内で働く人への支援

市内企業への就職及び市内への定住促進を目的として、U・

I・Jターンにより市内企業へ就職し、市内の賃貸住宅（民間賃

貸住宅及び市営住宅のうち特定公共賃貸住宅）に新たに入居さ

れた人に対して、賃貸料の一部を補助します。また、市の制度

融資による、勤労者生活安定小口資金や、勤労者育児休業・介

護休業資金等があります。

～青年期～
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能美市こども計画

基本施策８ 結婚を希望する人への支援

出会い創出や結婚支援体制の仕組みづくり、結婚に伴う新生活の経済的な支援制度の整備

を図るなど、若者の出会いや結婚をサポートします。また、結婚後は積極的な移住・定住施

策の推進を図ります。

取組・事業名 内容

出会いの創出と結婚生活

支援体制づくり

結婚を望む若者に異性との出会いの場の提供や、出会いの支

援体制の整備・充実を図ります。また、結婚に伴う新生活を応

援するため費用の一部を補助し、結婚に向け前進するための経

済的な支援を図ります。

いしかわ縁結びマッチン

グ

石川県または（公財）いしかわ結婚・子育て支援財団が運営

している「いしかわ縁結びマッチングシステム」を使って結婚

を希望する人の出会いを応援します。

移住・定住促進の推進

若者世代の住宅取得に対する、定住促進補助金や、東京圏か

らの移住者に対する移住支援金などの補助事業に加え、ＳＮＳ

やイベント等で能美暮らしの魅力を発信し、移住・定住の推進

を図ります。

転入・婚姻者にデジタルポイント「能美トチポ」を贈呈し、

地域内消費を促し地域経済の活性化を目指します。
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基本目標２ 誰一人取り残さないためにこどもの育ちをサポート

こども・若者と子育て家庭に関する、ライフステージ全体を通して取り組むべき施策を推

進するとともに、こども・若者に保障されている権利について、全ての市民が理解を深める

ことができるよう取り組みます。また、こども・若者が、多くの人と関わりながら自己決定・

自己肯定感をもって成長できるよう、体験機会の充実を図るとともに、多様な意見やアイデ

アを表明する機会を積極的に提供し、こども・若者のまちづくりへの参画を推進します。

児童虐待について、地域や関係機関との連携を一層強化し、未然防止・早期発見と迅速な

対応に努めます。

また、こども・若者と家庭の様々な状況、貧困・障がい・不登校・ひきこもり等に応じた支

援に取り組み、多様な居場所など安心して成長できる環境づくりを推進します。

さらに、地域において、行政、民生委員・児童委員、子育て支援団体、民間事業者等への相

談から関係者が繋がり支援が広がるネットワーク体制を充実し、重層的支援体制を推進しま

す。

【数値目標】

「すべての子どもは、大人と同じように１人の人間であり人権を持っている」と思う人の

割合

子ども・若者の意識と生活に関する調査

「社会生活や日常生活を円滑に送ることができている」と思うこども・若者の割合

子ども・若者の意識と生活に関する調査

区分 基準年度 基準値 目標年度 目標値

13歳から29歳以下の子ども・若者 令和５年度 75.0% 令和11年度 90.0%

13歳から18歳以下の人の保護者 令和５年度 84.4% 令和11年度 90.0%

区分 基準年度 基準値 目標年度 目標値

中学生 （13歳～15歳） 令和５年度 ― 令和11年度 70.0％

高校生年代 （16歳～18歳） 令和５年度 ― 令和11年度 70.0％

１９歳以上 （19歳～29歳） 令和５年度 ― 令和11年度 70.0％
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能美市こども計画

基本施策９ こどもの権利の保障

こどもの権利の保障は、こどもが健全に成長し、自己決定・自己実現できる社会の基盤と

なる重要な柱です。

学校等での人権教室や広報・パンフレット配布等のPR活動を通して、こどもの権利条約

等を周知し、こどもの権利についての認識の向上を図ります。また、保護者だけでなく広く

市民を対象とした講演会の実施など学習機会を提供し、こどもの権利・人権に関する啓発を

図ります。

取組・事業名 内容

こどもが権利の主体であ

ることの地域での共有

学校等での人権教室を通じて地域全体におけるこどもの権利

についての理解を深め、温かい地域社会の形成を目指します。

こどもの権利に関する講

演会等の開催

子育て中の保護者等を対象に、こどもの権利・人権に関する

講演会等の学習機会の提供を図ります。

こどもの権利の普及・啓

発

こどもの権利について、市ホームページにおける広報、パン

フレット等の配布を行うなど、普及・啓発活動を実施します。

また、様々なバックグラウンドや個性をもつ人々が排除される

ことなくのびのびと生活できる社会を目指し啓発に取り組みま

す。

人権尊重意識の高揚

学校教育における総合的な学習や体験学習を通して世代間交

流や親子の交流事業の拡大を推進します。また、学習指導要領

に基づく男女共同参画社会の学習機会の充実など、関係機関が

協力しながら効果的な取組を推進します。

若者の意見聴取と反映

インターネットを通じたアンケートや地域団体と連携したイ

ベントなどを企画・実施し、若者世代を取り巻く環境や意見を

把握するよう努めます。
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基本施策10 多様な居場所づくり

こどもの居場所については、放課後等のこどもの安全を守る場所として重要であるととも

に、居場所がないことは人とのつながりが失われ、孤独・孤立の問題にも関わってきます。

家庭や学校以外でこどもたちが安心して過ごせる場所の提供を図ります。放課後児童クラブ

や児童館、こども食堂など多様な居場所が整備されることで、こどもたちは自由に遊び、交

流し、自己表現の機会を得ることができるとともに、孤立の防止にもつながります。

取組・事業名 内容

放課後児童クラブの充実
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象に、適

切な遊びや生活の場を提供し児童の健全な育成を図ります。

児童館の充実

地域における児童の余暇活動の拠点として、健全な遊び場を

提供し、心身の健康を増進し情操を豊かにすることを目的とし、

遊びを通じて児童の健やかな成長を支援します。

こども食堂の活動支援

こども食堂は、地域のこどもや親等が食事を囲み安心して過

ごせる居場所を提供します。また、こども食堂の活動を支援し、

地域でこどもの居場所づくりに取り組む多様な活動団体等との

連携・協働を図ります。

教育センターの機能の充

実

不登校の悩みを持つ親子の交流促進や地域多世代交流を図り

ます。教育センターにおいて、自ら学ぶ力の育成をサポートし

ます。また、不登校のこどもの学校以外の居場所であるふれあ

い教室の運営を継続するとともに、各中学校の校内ふれあい教

室の活動を支援します。

地域での居場所づくりの

推進

公民館など、すでに地域の交流の場として機能している施設

を活用し、デジタルを媒体とした、こどもも含めた世代間交流

を推進します。

こどもの学び支援事業

児童扶養手当受給世帯・ひとり親世帯・生活保護世帯等の児

童（小学３～6年生、中学生）を対象とし、安心して参加・交

流できる居場所づくりとともに大学生や退職教員による学ぶこ

との楽しさや人との交流を通して社会性を高める機会の提供を

行います。また、事業に際してこども食堂での食事の提供（孤

食の予防）、軽食の提供、調理体験を行うことで、食の確保を

実施します。その他、必要な相談支援、生活支援を行います。
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能美市こども計画

基本施策11 こどもの貧困対策の推進

経済的な困窮から、学習塾や習い事などの教育機会を提供できない家庭が増え、こどもの

学力格差が拡大しています。これが将来的な就労機会の制限につながり、貧困の連鎖を生む

要因となっています。こどもの貧困対策は、家庭の経済的困窮がこどもの成長を阻害するこ

とのないよう、多角的な支援をすることが重要です。経済的支援を実施し、基礎的な生活の

安定を図るとともに、関係機関と連携して相談体制を整備し、必要な支援につなげます。

取組・事業名 内容

生活困窮者自立支援制度

（自立相談支援事業）

くらしサポートセンターのみにおいて、仕事や生活に困りご

とを抱えている人、社会的に孤立している人に対して、生活全

般に関する相談支援を行います。個々の状況に応じた支援計画

を作成し、包括的な支援が行われるよう、関係機関との連絡調

整や支援員による就労支援などを行います。

生活困窮者自立支援制度

(住居確保給付金の支給)

離職により住居を失ったまたは失う恐れがある人に対し、就

職に向けた活動をすることなどを条件として、一定の要件を満

たしている場合、住居確保給付金を支給します。

市営住宅の抽選の優遇
市営住宅の申込みにおいて、ひとり親世帯、生活保護世帯、

多子世帯等に、抽選回数を増やす優遇措置を実施します。

生活保護制度

資産や能力など全てを活用してもなお生活に困窮する人に対

し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最

低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としま

す。

就学援助制度

経済的理由により就学が困難と認められる能美市立小中学校

に通う児童・生徒の保護者に対して、学用品費、校外活動費等

の就学に必要な費用の一部援助を行います。

社会福祉協議会との連携
社会福祉協議会で実施されているフードパントリー等と各支

援事業が必要に応じて連携し、生活困窮者への支援を行います。

こどもの学び支援事業

（再掲）

児童扶養手当受給世帯・ひとり親世帯・生活保護世帯等の児

童（小学３～6年生、中学生）を対象とし、安心して参加・交

流できる居場所づくりとともに大学生や退職教員による学ぶこ

との楽しさや人との交流を通して社会性を高める機会の提供を

行います。また、事業に際してこども食堂での食事の提供（孤

食の予防）、軽食の提供、調理体験を行うことで、食の確保を

実施します。その他、必要な相談支援、生活支援を行います。
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基本施策12 発達が気になるこどもとその家族の支援の充実

発達の遅れや障がいについて早期に把握し、適切な支援・相談につなげることで子育てに

対する保護者の不安をやわらげます。障がいのあるこどもや医療的ケアが必要なこどもがラ

イフステージの各段階に応じた保健・医療・教育・福祉サービスを切れ目なく受けられるよ

う、その充実を図ります。関係機関による保健・教育・医療・福祉各分野の連携を図り、地域

全体での課題整理と対策を検討し、障がいのあるこどもやその家族が暮らしやすい社会を実

現できるよう取り組みます。

取組・事業名 内容

早期からの発達支援の充

実

個別の支援を必要とする、または希望するこどもとその保護

者に対し、早期から適切な療育を受けられるよう乳幼児健診や

認定こども園への巡回相談、発達相談等を通じて、母子保健や

こども相談ステーション専門員が連携し、専門的な相談支援に

つなげていきます。

切れ目のない発達相談体

制の充実

発達に関する相談に適切に対応できる相談員を設置し、こど

もの発達に不安を持つ保護者の相談に対応するとともに、各種

療育事業の実施によってこどもの心身の健全な発達を促しま

す。またライフステージが変わっても適切な支援を受けること

ができる相談体制を充実します。

発達のフォローアップ

乳幼児健診や相談など医療・保健・福祉の各分野で把握され

た発達が気になるこどもに対して、運動相談や発達相談、あそ

びの教室、ことばの相談など、早期から切れ目のない発達の支

援や、養育者がこどもとの関わり方を学べるよう支援します。

障がいのあるこどもや医

療的ケアが必要なこども

の保護者や家族に対する

支援

育成医療や特別児童扶養手当、医療的ケア児サポート事業等

の支給により経済的負担を軽減します。また、地域活動支援事

業や補装具給付事業、医療ケア児レスパイト事業等のサービス

を実施することで保護者や家族の介護負担を軽減し、休息やき

ょうだい児の行事等への参加を支援します。

障害児給付事業（放課後

デイサービス、児童発達

支援等）の推進

障がいのある児童に対し生活能力向上のための訓練や放課後

の居場所をつくります。また、未就学児の集団生活への適応訓

練等のサービスを実施します。

障がいのあるこどもの家

族の交流支援

地域の団体が主催する障がいのある子の家族の交流の場の開

催を支援します。
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能美市こども計画

取組・事業名 内容

保育環境の充実

障がいのあるこどもが、身近な地域で安心して生活できるよ

う、こどもの状況やニーズに応じた個別支援計画を作成し、発

達を支援します。また、保育をスムーズに受けられるよう加配

保育士の配置や巡回相談、環境整備、ノーマライゼーション等

の教育を行います。

こども相談ステーション

の認定こども園等巡回相

談・支援（再掲）

専門知識をもつ相談員が認定こども園等を訪問し、こどもの

対応について相談支援や助言を実施します。また、小集団指導

として支援を必要とする年中児あるいは年長児を少人数グルー

プで、こどもの成長を促し自己肯定感を高める支援を実施する

ことにより子育てに不安を抱える家庭をサポートします。

就学支援及び一貫した支

援体制の構築

発達段階に応じた適切な就学ができるよう入学サポート説明

会を行い、早期からの情報提供や相談支援体制の整備に努めま

す。個別の教育支援計画の活用により、切れ目のない一貫した

支援に努めます。また、特別支援教育支援員を配置し、特別な

支援を要する児童生徒に対して個別支援を実施します。
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基本施策13 児童虐待の早期発見と早期支援

近年、児童虐待の増加が深刻な社会問題となっています。核家族化の進行や経済的なスト

レスにより親の育児負担を増大させていることや、親自身が社会から孤立し、支援を受けら

れない状況等が虐待のリスクを高めています。これらの問題を解決するために、児童虐待の

早期発見と早期支援は、こどもたちの安全と健全な成長を守るための重要な取組です。学校、

認定こども園、医療機関、児童相談所、行政、警察など関係機関が連携し、虐待の兆候を早期

に把握する体制を整備します。また、SNS等を活用した児童虐待防止に関する周知啓発を行

うとともに、こども家庭センター機能を有するこども相談ステーションが中心となった地域

と連携した相談を充実させます。また、ヤングケアラーなどリスクのあるこどもの状況を迅

速に把握し、適切な支援を行います。

取組・事業名 内容

こども相談ステーション

運営事業

母子保健担当部署のある健康福祉センター・サンテにこども

相談ステーションを設置し、こども家庭センター機能を有する

こどもに関する相談体制を推進します。また、児童虐待の早期

発見・早期対応のため、虐待防止協議会児童対策部会（要保護

児童対策地域協議会）を運営、関係機関のネットワークを調整

します。

虐待防止協議会児童対策

部会（要保護児童対策地

域協議会）の充実

こどもの安心・安全を守るネットワークの調整機関として、

児童虐待の発生・再発予防のため代表者会議、実務者会議、個

別ケース検討会議を実施し、情報共有や支援方針の検討、関係

機関の連携強化を図ります。

広報・啓発活動の充実

SNS、子育て情報アプリ等を活用し、児童虐待防止、体罰禁

止等について市民への広報を図り、こどもが安全に安心して暮

らせるまちづくりを推進します。

被害にあったこどもの保

護体制の充実

関係機関やこども本人、家族等からの相談・通告に応じ、危

険性が高い場合は児童相談所と連携し、こどもの保護を図りま

す。

特定妊婦の把握

母子健康手帳交付時や関係機関からの情報提供等で、予期せ

ぬ妊娠や若年妊婦等特定妊婦を把握し、産後も安定的な生活を

営むことができるよう、必要な支援を実施するほか関係機関に

つなぎます。

虐待防止協議会各部会と

の連携

虐待防止協議会の各部会が扱う事例について、迅速に対応・

支援ができるように連携し、ネットワークの強化を図ります。

子育て世帯訪問支援事業

（再掲）

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊

産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱

える不安や悩みの相談に対応します。
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能美市こども計画

取組・事業名 内容

ショートステイ事業の充

実

一時的に養育・保護を必要とする児童等に対し、適切な処置

が確保される施設において養育・保護を行います。

養育支援訪問事業
養育支援が必要とされる家庭に対し、専門職等が訪問し専門

的な相談支援を行います。

親子関係形成支援事業

(親子の絆サポート事業)

よりよい親子関係を育むために、こどもとの関わり方や子育

てに悩みや不安を抱えている保護者やそのこどもに対し、困り

ごとに応じた相談や子育てプログラム等を実施します。また、

同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相

談・共有し、情報の交換ができる場を設けます。
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基本施策14 不登校・ひきこもり・自殺防止対策等の推進

本市の小中学校の不登校児童は全国と同様増加傾向にあります。小中学校で実施するこど

もへのアンケートをもとに実態把握に努め、不登校の未然防止に取り組みます。また、市民

アンケートの結果よりひきこもり傾向の人が一定数いることが推測されることから、様々な

媒体を通じた相談窓口の設置や相談先の周知を行い、ひきこもりや自殺など困難を抱える人

の孤立化や問題の重症化を防ぎます。

取組・事業名 内容

教育センター運営事業

心の相談や青少年健全育成に関する業務を行います。児童・

生徒の教育上の諸問題について相談を受け、その解決のための

援助を行います。相談員・指導員、臨床心理士が連携し、総括

的なサポート体制の充実を図ります。また、県教育委員会が配

置するスクールカウンセラーとも連携し、こどもたちの相談に

応じた支援を行います。

学校における不登校の児

童・生徒への対応の充実

別室登校、市教育センター（ふれあい教室）との連携による、

教室登校への段階的なサポートを図ります。スクールソーシャ

ルワーカー、訪問支援員、市教育センター、こども相談ステー

ション、健康推進課、児童相談所等、関係機関との連携による

児童・生徒及び保護者の状況に必要なサポート体制をつくりま

す。

また、各学校に配置されたスクールカウンセラーが児童・生

徒理解の会に参加し、情報共有をすることで個々に応じた対応

を図ります。こどもや保護者との面談を通して、心の拠り所の

１つとなるように図ります。必要に応じて、関係機関につなげ

多面的にサポートする体制づくりの窓口としての役割を担いま

す。

こども相談ステーション

の運営

こども家庭センター機能を有するこども相談ステーションを

設置し、母子保健、こども相談、発達支援、障がい児支援、教

育相談の担当者を集約することで、18歳までのこどもに関わ

る様々な相談に応じ、こどもが「心の貧困」に陥らないよう支

援します。また、高校生の不登校にも切れ目のない支援を継続

し、高等学校との連携を図ります。

地域の社会資源（子育て支援団体、民生委員・児童委員、民

間事業者等）を活用し、子育てを地域で支えるネットワークづ

くりを検討し、推進します。また、地域で子育てに関わる支援

機関と相互のつながりの充実を図るため、交流会を開催します。
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能美市こども計画

取組・事業名 内容

主任児童委員、民生委

員・児童委員による相談

いじめや不登校に十分な対応をしていくための効果的な教育

活動内容を検討します。認定こども園・児童館等各種事業の実

施に参画します。また、ふれあいあいさつデー、赤ちゃん誕生

おめでとう訪問、子育て応援弁当の配達などの活動を通し、地

域における相談窓口として機能するよう、こどもはもちろんの

こと、地域住民との交流促進を図ります。

就労準備支援事業・社会

参加サポート事業

様々な理由で長期間就労から遠ざかっている人や人付き合い

が苦手な人、生活リズムが不規則な人など、働くことに悩みを

抱えていたり、すぐに就労することが困難な人に対し、就労に

向けた支援を行います。

重層的支援体制整備事業

の充実

地域の様々な機関が連携し、困難を抱えながらも自ら SOS

を出せずにいる人を早期に発見し、積極的に情報や支援を届け

るネットワークづくりに取り組みます。また制度のはざまで支

援を受けられず取り残される人がいないよう、アウトリーチ支

援事業や参加支援事業などの実施に取り組みます。

ひきこもり対策の充実

対面での相談を苦手とする人が多いと考えられることから、

相談しやすい方法について検討します。また様々な媒体を通じ

て相談窓口の周知に取り組むとともに、青年期の居場所づくり

支援やアウトリーチ事業の実施を継続します。

自殺防止対策の充実
困難を抱える人が利用しやすい相談方法について検討すると

ともに、様々な媒体を通じて相談窓口の周知に取り組みます。

DV対策の充実
DVや虐待の被害者または関係者からの相談に応じる体制を

充実させるほか、相談窓口の周知に努めます。



64

基本目標３ 安心して子育てができる環境づくり

こども・若者及び子育て家庭を支える地域づくりを推進します。保護者自身が子育てに喜

びを感じ、心にゆとりをもって子育てできるよう、保護者同士の交流の場や、こどもの発達

過程・子育てについて学べる機会を提供します。また、子育て支援に関わる担い手の養成・

育成や、多様な担い手同士の交流を促進し、地域が見守り、支え合う関係づくりに取り組み

ます。

また、安心して子育てができるように、子育て支援サービスの充実や経済的な負担軽減な

どに取り組むとともに、こども・若者・子育て家庭が住み続けたくなる生活環境づくりを推

進します。

【数値目標】

「能美市は子育てしやすいまちだと思う」と思う人の割合

子ども・子育て支援に関する調査

「子育ては楽しい」と思う人の割合

子ども・子育て支援に関する調査

区分 基準年度 基準値 目標年度 目標値

就学前児童保護者 令和５年度 78.5% 令和11年度 90.0%

小学生児童保護者 令和５年度 78.6% 令和11年度 90.0%

区分 基準年度 基準値 目標年度 目標値

就学前児童保護者 令和５年度 ― 令和11年度 90.0%

小学生児童保護者 令和５年度 ― 令和11年度 90.0%
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能美市こども計画

基本施策15 妊娠から出産、子育ての経済的負担の軽減

本市では、全てのこどもが教育や保育等を受けられ、健やかに成長できるように、子育て

家庭の経済的負担の軽減に努めます。子育て家庭の生活基盤を支えるため、ライフステージ

に応じた切れ目のない支援を行います。

取組・事業名 内容

妊産婦、乳幼児・児童医療

助成事業

妊産婦医療費助成については、母子健康手帳交付後の妊娠に

伴う疾病・出産にかかる保険診療分医療費を助成します。

乳幼児・児童医療費助成については、０歳から18歳到達後

最初の3月31日までの乳幼児・児童に対し、医療費の保険診

療分を助成します。

妊娠・出産・こどもの健康

診査・検査・予防接種の費

用助成

妊婦14回、産婦１回、乳児２回の健康診査及び妊婦歯科健

康診査を医療機関等で無料で受けられます。また、多胎妊婦及

び出産予定日超過分の妊婦健康診査費用助成、県外での妊産

婦・乳児健康診査費用、新生児聴覚スクリーニング検査費用の

助成、低所得妊婦に対する初回産科費用助成を実施します。

その他、任意の予防接種費用の助成を実施します。

プレママ・子育て応援金

給付事業

本市でこどもを生み育てる妊産婦を応援するために、国の妊

婦のための支援給付制度に上乗せし、市独自の子育て応援金で

妊娠から出産、子育てまでの切れ目のない支援を実施します。

子宝支援給与金支給事業

（不妊、不育症治療費助

成）

不妊治療及び不育症治療に要した治療費の一部を助成し、不

妊症のため、こどもに恵まれない夫婦に対し治療を行いやすい

環境整備と経済的な負担の軽減を図ります。

未熟児養育医療給付金
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする人に対

して、その治療に必要な医療費を公費で負担します。

保育料等の軽減

認定こども園等の保育料等について、生活保護世帯やひとり

親家庭等の低所得者、多子世帯等に対して、保育料等の軽減を

行います。

放課後児童クラブ保育料

の軽減

放課後児童クラブの保育料について、ひとり親家庭等や多子

世帯等について保育料の軽減を行います。

ファミリー・サポート・セ

ンター利用助成

生活保護世帯やひとり親家庭等の低所得者に対して、利用サ

ービス券で助成します。
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取組・事業名 内容

児童手当

次世代の社会を担うこども一人ひとりの育ちを社会全体で応

援し、児童を養育している人の生活の安定を図るとともに、次

代を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資するため、高校

生年代までのこどもを養育している人へ児童手当を支給しま

す。

小中学校の給食費無償化
市内在住の小・中学生を対象に学校給食費を無償化し、保護

者の経済的負担を軽減します。
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能美市こども計画

基本施策16 地域における子育て支援の充実

こどもたちが安心して暮らせる環境を構築するには、家庭だけでなく地域における子育て

支援が不可欠です。健康福祉センター「サンテ」を中心とした相談体制を整備し、妊娠期か

ら子育て期まで切れ目のない支援を行い、安心して子育てができる環境を整備します。また、

南加賀急病センターなど地域の医療機関と連携して、夜間や休日も安心して小児医療サービ

スが利用できる体制を整備します。

さらには、ファミリー・サポート・センターやボランティア、市民活動団体、主任児童委

員、民間事業者等と協働し、家庭間の情報共有や相互支援を促進します。

取組・事業名 内容

こども家庭センター機能

の充実

妊娠期から子育て期にわたる様々な相談に応じ、切れ目のな

い支援をワンストップで行います。保健師・助産師・栄養士・

保育士・臨床心理士・専門相談員等の専門職員と関係機関が連

携し、包括的で適切な支援を行います。

子育て支援センター運営

事業

未就園児親子を対象に、子育て相談や育児講座、親子遊びや

親子交流の場など、様々な事業を実施し地域との連携により子

育て中の家庭に対する育児支援を行います。

ファミリー・サポート・セ

ンター運営事業

育児の援助を受けたい依頼会員に、育児の援助に協力してい

ただける会員を紹介し、育児の相互援助活動のサポートを行い

ながら、安心とゆとりをもって子育てができるよう地域で支え

合いながら子育て支援を行います。

子育て関連事業に関する

情報発信

子育てに関する事業を取りまとめた「子育てカレンダー」を

作成し、ホームページ等で発信します。

主任児童委員、民生委

員・児童委員との連携

主任児童委員、民生委員・児童委員による認定こども園・児

童館等各種事業への参加・協力や体験活動を通して交流し、地

域での子育て支援のサポート役としての見守り活動を行いま

す。また、ふれあいあいさつデー、赤ちゃん誕生おめでとう訪

問、子育て応援弁当の配達等を実施します。

ボランティア・コミュニ

ティ活動支援センターの

運営

社会福祉協議会において、ボランティア活動に助成すること

で、ボランティアグループの活動支援を行います。また、様々

な年代の人がボランティアに参加してくれるよう、ホームペー

ジやSNSを通じて活動内容を周知します。

市民活動による地域子育

てネットワークづくり

子育て支援をしている市民活動団体等と情報交換を行い、連

携強化を目指します。

子育てサークル等の活動の際、場の提供や活動内容の周知に

協力します。
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取組・事業名 内容

食育推進連絡会の開催

地域における食育の推進活動を促進し、日々の生活の中で食

育の推進を図ることができるように、地域の各種団体や行政、

関係機関等が協力、連携して推進します。

地域子育て支援拠点事業

（子育て支援センター）

子育て中の親子が気軽に集うことが出来るよう場の提供と交

流の促進を図ります。また、地域とのつながりが持てるよう行

事を通して出産を控えた妊婦との交流や多様な世代との交流支

援をおこない、子育て世代の抱える悩み等に関する講座も実施

し、子育てがしやすい環境づくりを推進します。

パパ子育て講座
働いているパパや育休中のパパを対象に育児講座（パパ講座）

を実施します。

親子サロン運営事業の充

実

市内３会場にて、未就園のこどもやその親、祖父母が気軽に

集い、ふれあいや交流を深めたり、気軽に子育ての相談をし合

える集いの場を開催します。絵本カフェ、ミニ運動会、リユー

ス品交換会等のイベントを開催します。

絵本ふれあい事業等の充

実
ブックスタート・乳幼児向けのおはなし会を開催します。
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能美市こども計画

基本施策17 ワーク・ライフ・バランスの促進

ワーク・ライフ・バランスの促進は、働く人々が仕事と生活の調和を図り、心身ともに健

康な生活を送るために重要です。

企業における育児休業の取得やフレックスタイム制度、テレワーク、短時間勤務など柔軟

な働き方の導入を促進し、安心して働ける労働環境づくりを図ります。また、男女共同参画

についての啓発を通じて男性の家事や育児への参加を促します。

取組・事業名 内容

企業による次世代育成支

援事業の推進

安心して働ける労働環境づくりを目指し、雇用機会の充実や

働きやすい地域の企業風土づくりを支援します。

市民及び企業への育児休

業制度の普及促進

仕事と育児を両立させながら働き続けることができるよう、

市民及び企業に対し、育児休業制度の普及に努めます。

企業等への仕事と生活の

両立に対する理解促進の

呼びかけ

妊娠・出産・育児休業等を理由とする女性職員の不利益な扱

いをなくすために、男女がともに家庭責任を担い、仕事を両立

することへの企業等の理解促進を図ります。

企業における男性の子育

て参画促進に向けた取組

男性が子育てに参画しやすい職場環境が実現されるよう、企

業に対する意識啓発などの取組を推進します。男性従業員の子

育てへの参画に積極的に取り組む企業「パパ子育て応援企業」

が増えるよう呼びかけます。

男女共同参画推進員によ

る啓発活動の推進

性別役割分担意識の是正や男性中心型労働慣行を是正するた

めの啓発活動を行います。

延長保育、一時預かり、休

日保育の充実

保護者の勤務などで、延長保育、一時預かり、休日保育の利

用が必要な場合に実施し、利用者サービスの充実を図ります。

病児保育センターの運営

充実

病気やケガの児童に対して、保護者の代わりに保育を実施し

ます。また、病児保育施設の予約を取りやすくする等、利便性

の向上を図ります。
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基本施策18 ひとり親家庭等への支援

ひとり親家庭等が抱える課題や個別ニーズに対応し、社会的に孤立することがないよう、

関係機関と連携し、子育て支援や生活支援、就労支援、経済的支援などの総合的な支援の提

供と制度の周知に努めます。

取組・事業名 内容

児童扶養手当

父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭

に手当を支給することにより、その生活の安定と自立の促進に

寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ります。

ひとり親家庭等医療費助

成事業

０歳から18歳到達後最初の3月31日まで（障がいのある

児童は20歳未満）の乳幼児・児童を扶養しているひとり親家

庭等の父・母及び児童または、父母のない児童を対象に、医療

費の助成を行います。

相談・訪問事業

母子父子自立相談員が、ひとり親家庭等の専門の相談窓口と

して、悩み相談や制度の情報提供、就業支援などの幅広い相談

支援を行います。また、状況に応じて関係機関と連携し、適切

な支援を行います。

ひとり親家庭等への情報

提供

こどもの貧困率が高いといわれているひとり親家庭等に向け

て、ホームページや市の広報誌でのお知らせを行いつつ、個別

のお問合わせに対応します。児童扶養手当の現況時には、サー

ビスについての情報提供を行います。

ひとり親家庭等の交流の

場の提供、助成

こどもの貧困率が高いといわれているひとり親家庭等への情

報共有や学習の場、交流できる環境づくりの促進を図ります。

能美市ひとり親・寡婦福祉連合会への助成を行います。

ひとり親家庭等の支援

自立支援教育訓練給付金事業、高等職業訓練促進給付金事

業・貸付事業、母子父子寡婦福祉資金貸付、ひとり親に対する

就労支援事業、養育費相談等、ひとり親家庭等が抱える様々な

課題や個別のニーズに対応するため、適切な支援メニューをワ

ンストップで提供する体制を構築するなど、ひとり親家庭等が

安心して子育てをしながら生活できる環境を整備します。



71

能美市こども計画

基本施策19 子育て情報提供の充実

能美市が進めるスマートインクルーシブシティ構想に基づき、妊娠・出産・子育てに関す

る情報をデジタル技術と、能美市に住む人・働くひとたちの力を合わせた子育て情報の発信

等を充実させていきます。

取組・事業名 内容

デジタル技術を活用し

た、子育て支援情報提供

の充実

子育てアプリ「はぐはぐ」（母子健康手帳機能、乳幼児健診

DX・予防接種DX）の活用、SNS（Facebook・instagram・

LINE等）で、妊娠・出産・子育てに関する各種情報発信や、SNS

を活用した相談窓口の紹介をしていきます。

また、保育・教育業務支援ツール「コドモン」で、認定こど

も園、小・中学校、放課後児童クラブの行事案内やお知らせを

配信します。

子育てコンシェルジュに

よる、子育て情報発信の

強化

妊娠中から認定こども園の園長・児童館の館長、子育て支援

センターのセンター長をコンシェルジュとして配置し、積極的

に情報提供や相談を行っていきます。

地域のつながりや、地域

の集いの場での子育て情

報の発信

民生委員・児童委員、主任児童委員、地域のボランティアや、

地域の公民館（デジタル公民館）やこども食堂等地域の集いの

場で、子育て情報の発信のため、各種連携会議や関係機関との

連携をより強化していきます。能美市の子育ての総合相談窓口

についての周知を関係者や関係機関に行っていきます。
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基本施策20 安心して外出できるまちづくり

安心して外出できるまちづくりを推進するために、通学路の安全対策として、経路の安全

点検やカーブミラー、防犯灯、防犯カメラの設置等を行い、こどもが安心して登下校できる

環境を整えます。また、老朽化した公園・遊具の整備やベビーカーや車いす利用者も移動し

やすいようバリアフリー化を進めるなど施設整備も推進します。

さらには、学校、警察、ボランティア等と連携して防犯意識の啓発、防災教育、見守り・パ

トロール活動を推進し、地域全体でこどもたちの安全を守ります。

取組・事業名 内容

安全な通学道路等の整備

通学路交通安全プログラム及び未就学児が日常的に集団で移

動する経路の緊急安全点検により、抽出された対策必要箇所を

改善し、安全な通学道路等を整備します。

バリアフリーの施設整備

と歩行空間ネットワーク

の形成

トイレや授乳室など、子育て世帯が安心して利用できる施設

整備を推進します。また、連続した歩道整備により、ベビーカ

ーや車いす利用者も移動しやすいバリアフリー歩行空間ネット

ワークを形成します。

交通安全施設の整備（ミ

ラー、区画線の設置等）

カーブミラーの設置等の交通安全施設の整備を推進し、妊産

婦やこども連れの親、こどもたちが安心して通行できる道路交

通環境の整備に努めます。

身近な公園の整備、公園

施設の充実

老朽化した施設を更新することで、利用者の安全・安心を確

保し、利用環境を改善します。

遊具点検事業
都市公園や認定こども園、児童館、各学校に設置されている

遊具の状態を点検し、安全の確保に努めます。

住民参画による公園・緑

地の適正な維持管理の推

進

町会・町内会や地域団体等による、公園・緑地の清掃活動を

推進することで、適正な維持管理を図ります。

防犯灯・監視機器等を活

用した防犯環境整備

町（内）会でのＬＥＤ防犯灯設置・取替や、防犯カメラの設

置に対して補助を行い、防犯環境の整備に努めます。

防犯意識の啓発

市内３地区で防犯委員会を結成し、運動会等の警備や防犯パ

トロールを実施し、市民ぐるみの自主防犯活動の推進を図りま

す。

防災教育の推進・充実
各認定こども園・小学校での避難訓練や防災学習、防災セン

ターでの体験学習に取り組みます。

交通安全啓発活動の実施

警察や学校等の関係機関の連携のもと「交通安全教室」の開

催や街頭指導を実施するなど、児童・生徒に正しい交通ルール

とマナーの実践を習慣づけることにより、交通安全意識の高揚

と交通事故の防止に努めます。
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取組・事業名 内容

家庭・地域との連携によ

る見守り活動の推進

各学校見守り隊による登下校時間の見守り活動を推進し、地

域の目でこどもたちを犯罪から守ります。

非行防止啓発事業の推進
夏休み期間中、まつり開催日の夜間に青少年健全育成パトロ

ールを実施します。
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第５章 子ども・子育て支援法に基づく事業計画

１ 教育・保育提供区域の設定

子ども・子育て支援法第61条では、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、

教育・保育を提供するための施設の整備の状況、その他の条件等地域の実情に応じて総合的

に勘案し、需要の指標となる量の見込みやその確保策を「教育・保育提供区域」ごとに設定

することが定められています。

本市では、市内全域で柔軟な需給体制を確保するため、教育・保育提供区域を全市一地区

と設定します。

事業区分 区域設定 考え方

１号認定（3～5歳）幼稚園／認定こども園

市内全域
柔軟な需給体制を
確保するため、市
内全域とします。

2号認定（3～5歳）幼稚園※教育希望

2号認定（3～5歳）認定こども園／保育所

3号認定（0～2歳）認定こども園／保育所／地域型保育

地域子ども・子育て支援事業 区域設定 区域設定の考え方

①延長保育事業

市内全域

現状の提供体制、
利用状況を踏ま
え、市内全域とし
ます。

②子育て短期支援事業（ショートステイ）

③放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

④地域子育て支援拠点事業

⑤一時預かり事業

⑥病児・病後児保育事業

⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

⑧妊婦健康診査

⑨乳児家庭全戸訪問事業

⑩養育支援訪問事業

⑪利用者支援事業

⑫子育て世帯訪問支援事業

⑬親子関係形成支援事業

⑭妊婦等包括相談支援事業

⑮産後ケア事業

⑯児童育成支援拠点事業

⑰乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

⑱実費徴収に係る補足給付を行う事業

⑲多様な事業者の参入促進・能力活用事業
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２ 教育・保育の量の見込み及び確保方策

量の見込みは地域の実情等を考慮し、これまでの支給認定の実績値の推移の傾向を勘案し

て算出しています。また、算出した量の見込みに対応できるよう、確保方策を設定していま

す。

令和７年度
１号認定 ２号認定 ３号認定

３歳以上

教育ニーズ
３歳以上
教育ニーズ

３歳以上
保育ニーズ

０歳
保育ニーズ

１歳
保育ニーズ

２歳
保育ニーズ

量の見込み合計（必要利用定員総数）A 141人 12人 1,039人 259人 360人 353人

（
供
給
量
）

確
保
方
策

特定教育・保育施設 市内 153人 0人 1,068人 275人 361人 363人

市外 30人 12人 40人 20人 20人 20人

特定地域型保育事業 0人 0人 0人 0人 0人 0人

認可外施設 0人 0人 0人 0人 0人 0人

企業主導型（地域枠） 0人 0人 0人 1人 1人 1人

合計B 183人 12人 1,108人 296人 382人 384人

過不足 B－A＝ 42人 0人 69人 37人 22人 31人

令和８年度
１号認定 ２号認定 ３号認定

３歳以上

教育ニーズ
３歳以上
教育ニーズ

３歳以上
保育ニーズ

０歳
保育ニーズ

１歳
保育ニーズ

２歳
保育ニーズ

量の見込み合計（必要利用定員総数）A 140人 12人 1,037人 261人 362人 364人

（
供
給
量
）

確
保
方
策

特定教育・保育施設 市内 153人 0人 1,073人 285人 361人 363人

市外 30人 12人 40人 20人 20人 20人

特定地域型保育事業 0人 0人 0人 0人 0人 0人

認可外施設 0人 0人 0人 0人 0人 0人

企業主導型（地域枠） 0人 0人 0人 1人 1人 1人

合計B 183人 12人 1,113人 306人 382人 384人

過不足 B－A＝ 43人 0人 76人 45人 20人 20人

令和９年度
１号認定 ２号認定 ３号認定

３歳以上

教育ニーズ
３歳以上
教育ニーズ

３歳以上
保育ニーズ

０歳
保育ニーズ

１歳
保育ニーズ

２歳
保育ニーズ

量の見込み合計（必要利用定員総数）A 140人 12人 1,050人 262人 363人 366人

（
供
給
量
）

確
保
方
策

特定教育・保育施設 市内 153人 0人 1,073人 285人 361人 363人

市外 30人 12人 40人 20人 20人 20人

特定地域型保育事業 0人 0人 0人 0人 0人 0人

認可外施設 0人 0人 0人 0人 0人 0人

企業主導型（地域枠） 0人 0人 0人 1人 1人 1人

合計B 183人 12人 1,113人 306人 382人 384人

過不足 B－A＝ 43人 0人 63人 44人 19人 18人

（各年３月末時点）
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令和10年度
１号認定 ２号認定 ３号認定

３歳以上

教育ニーズ
３歳以上
教育ニーズ

３歳以上
保育ニーズ

０歳
保育ニーズ

１歳
保育ニーズ

２歳
保育ニーズ

量の見込み合計（必要利用定員総数）A 140人 12人 1,055人 261人 363人 367人

（
供
給
量
）

確
保
方
策

特定教育・保育施設 市内 153人 0人 1,088人 295人 371人 373人

市外 30人 12人 40人 20人 20人 20人

特定地域型保育事業 0人 0人 0人 0人 0人 0人

認可外施設 0人 0人 0人 0人 0人 0人

企業主導型（地域枠） 0人 0人 0人 1人 1人 1人

合計B 183人 12人 1,128人 316人 392人 394人

過不足 B－A＝ 43人 0人 73人 55人 29人 27人

令和11年度
１号認定 ２号認定 ３号認定

３歳以上

教育ニーズ
３歳以上
教育ニーズ

３歳以上
保育ニーズ

０歳
保育ニーズ

１歳
保育ニーズ

２歳
保育ニーズ

量の見込み合計（必要利用定員総数）A 140人 12人 1,054人 261人 363人 367人

（
供
給
量
）

確
保
方
策

特定教育・保育施設 市内 153人 0人 1,088人 295人 371人 373人

市外 30人 12人 40人 20人 20人 20人

特定地域型保育事業 0人 0人 0人 0人 0人 0人

認可外施設 0人 0人 0人 0人 0人 0人

企業主導型（地域枠） 0人 0人 0人 1人 1人 1人

合計B 183人 12人 1,128人 316人 392人 394人

過不足 B－A＝ 43人 0人 74人 55人 29人 27人

確保方策 市内15園の保育施設にて、教育・保育の一体的な提供を推進します。
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３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策

地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策は、以下のとおりとなっています。

①延長保育事業

事業の概要
保育の必要性の認定を受けたこどもについて、通常の利用日の利用時間以

外の時間において、認定こども園等において保育を実施する事業です。

※延べ利用者数 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み 5,758人 5,815人 5,884人 5,906人 5,935人

②確保方策 5,758人 5,815人 5,884人 5,906人 5,935人

過不足②－①＝ 0人 0人 0人 0人 0人

確保方策 延長保育の利用希望に応じて保育できる体制をとります。

②子育て短期支援事業（ショートステイ）

事業の概要
保護者の疾病や仕事等の事由により、児童の養育が一時的に困難となった

場合に、児童を児童養護施設等で一時的に保護するものです。

※延べ利用者数 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み 6人 6人 6人 6人 6人

②確保方策 6人 6人 6人 6人 6人

過不足②－①＝ 0人 0人 0人 0人 0人

確保方策
委託先として里親の利用を検討し、今後も利用希望があった場合に受け入

れできる体制をとります。
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③放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

事業の概要

保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対

し、授業の終了後に児童館などを利用して適切な遊び及び生活の場を与え

て、その健全な育成を図る事業です。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

１年生 312人 315人 319人 320人 322人

２年生 285人 288人 291人 292人 294人

３年生 217人 219人 221人 222人 223人

４年生 95人 96人 97人 98人 98人

５年生 39人 40人 40人 40人 40人

６年生 3人 3人 3人 3人 3人

①量の見込み 951人 961人 971人 975人 980人

②確保方策 1,378人 1,378人 1,378人 1,378人 1,378人

過不足②－①＝ 427人 417人 407人 403人 398人

確保方策
放課後児童クラブの基準に合致するよう施設の整備を行い、利用希望児童

を受け入れできる体制をとります。

④地域子育て支援拠点事業

事業の概要

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについて

の相談、情報提供、助言、その他の援助を行う事業で、地域子育て支援セン

ターでの各種事業等が該当します。

※月あたり

延べ利用者数
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み 1,800人 1,850人 1,900人 1,950人 2,000人

②確保方策 1,800人 1,850人 1,900人 1,950人 2,000人

過不足②－①＝ 0人 0人 0人 0人 0人

確保方策 子育てコンシェルジュの配置や各種事業等のさらなる充実に努めます。
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⑤一時預かり事業

幼稚園型

事業の概要
満３歳以上の1号認定こどもを、幼稚園または認定こども園で一時的に預

かる事業です。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み 134人 134人 134人 134人 134人

②確保方策 134人 134人 134人 134人 134人

過不足②－①＝ 0人 0人 0人 0人 0人

確保方策 利用希望があった場合に対応できる体制をとります。

幼稚園型以外

事業の概要
主として認定こども園、幼稚園、保育所等を利用していない乳幼児を認定

こども園等で一時的に預かる事業です。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み 1,468人 1,469人 1,470人 1,471人 1,472人

②確保方策 1,468人 1,469人 1,470人 1,471人 1,472人

過不足②－①＝ 0人 0人 0人 0人 0人

確保方策 今後も利用希望があった場合に受入れ、保育ができる体制をとります。
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⑥病児・病後児保育事業

事業の概要
病児・病後児について、病院・認定こども園等に付設された専用スペース

等において、看護師などが一時的に保育等をする事業です。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み 700人 700人 700人 700人 700人

②確保方策 1,500人 1,500人 1,500人 1,500人 1,500人

過不足②－①＝ 800人 800人 800人 800人 800人

確保方策
事業の周知を図るとともに、利用希望があった場合に受入れ、保育ができ

る体制をとります。

⑦子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）

事業の概要

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の

預かり等の援助を受けることを希望する人と当該援助を行うことを希望す

る人との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。

※月あたり

延べ利用者数
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

未就学 50人 49人 49人 48人 48人

低学年 24人 24人 23人 23人 22人

高学年 10人 9人 9人 9人 8人

①量の見込み 84人 82人 81人 80人 78人

②確保方策 84人 82人 81人 80人 78人

過不足②－①＝ 0人 0人 0人 0人 0人

確保方策
事業の周知を図るとともに、利用希望があった場合にサービスを提供でき

るよう、協力会員の確保に努めます。
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⑧妊婦健康診査

事業の概要

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として健康

状態の把握、検査、計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時

に必要に応じた医学的検査を実施する事業です。

※延べ利用者数 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み 4,463人 4,311人 4,165人 4,023人 3,886人

②確保方策 4,463人 4,311人 4,165人 4,023人 3,886人

過不足②－①＝ 0人 0人 0人 0人 0人

確保方策

母子健康手帳交付時に妊婦健診について周知するとともに、健診結果につ

いて産婦人科の医療機関との連携を図り、相互に支援する体制づくりを進め

ます。

⑨乳児家庭全戸訪問事業

事業の概要
生後４か月までの乳児のいる世帯全ての家庭を訪問し、子育てに関する情

報提供や養育環境等の把握を行う事業です。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み 331人 325人 319人 316人 313人

②確保方策 331人 325人 319人 316人 313人

過不足②－①＝ 0人 0人 0人 0人 0人

確保方策
今後も全戸訪問を実施し、子育て情報の提供と養育環境の把握を行いま

す。
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⑩養育支援訪問事業

事業の概要
養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うこ

とにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。

※延べ件数 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み 50件 50件 50件 50件 50件

②確保方策 50件 50件 50件 50件 50件

過不足②－①＝ 0件 0件 0件 0件 0件

確保方策
母子健康手帳交付時をはじめ、乳児家庭全戸訪問事業等あらゆる機会を通

じて、必要な家庭については養育支援訪問事業へつなげる体制をとります。

⑪利用者支援事業

事業の概要

こども及びその保護者など、または妊娠している人が教育・保育施設や地

域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、身近な実施場所で情報収集

と提供を行い、必要に応じ相談・助言等を行う事業です。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

基本型・特定型 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

こども家庭センター型 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

①量の見込み ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所

基本型・特定型 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

こども家庭センター型 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

②確保方策 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所

過不足②－①＝ ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所

確保方策

子育て支援センターを中心に、認定こども園、児童館が一体となって、情

報提供や相談体制の充実に取り組みます。

健康センター「サンテ」にこども相談ステーションを設置し、健康推進課

とこども相談、教育相談、障がい児支援が連携した妊娠期から子育て期にわ

たる総合的な相談支援を提供します。

保健師等の専門職が全ての妊産婦の状況を継続的に把握し、必要に応じて

関係機関と協力し妊産婦等に対しきめ細かい支援を行います。
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⑫子育て世帯訪問支援事業

事業の概要

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤング

ケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や

悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家

庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的としま

す。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み １５世帯 １５世帯 １５世帯 １５世帯 １５世帯

②確保方策 １５世帯 １５世帯 １５世帯 １５世帯 １５世帯

過不足②－①＝ 0世帯 0世帯 0世帯 0世帯 0世帯

確保方策 ヘルパー事業所等と連携し、訪問支援員の確保に努めます。

⑬親子関係形成支援事業

事業の概要

児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児

童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の

発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施するとともに、同じ

悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の

交換ができる場を設ける等その他の必要な支援を行うことにより、親子間に

おける適切な関係性の構築を図ることを目的とします。

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み 470人 470人 470人 470人 470人

②確保方策 470人 470人 470人 470人 470人

過不足②－①＝ 0人 0人 0人 0人 0人

確保方策

親子の絆サポート事業で実施している各種子育て支援プログラムについ

て、広報などを通じて市民への周知に努めます。また関係機関と連携して支

援対象の把握に努めます。
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⑭妊婦等包括相談支援事業

事業の概要

妊婦のための支援給付とあわせて、妊婦等に対する相談支援事業を実施

し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない伴走型支援の充実を図ることを

目的としています。

※延べ相談回数 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み 1,048回 1,088回 1,130回 1,173回 1,217回

②確保方策 1,048回 1,088回 1,130回 1,173回 1,217回

過不足②－①＝ 0回 0回 0回 0回 0回

確保方策

全ての妊婦と子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境をより充実

させるため、関係課において妊娠期から出産・子育てまで一貫した支援を図

ります。

⑮産後ケア事業

事業の概要

産後の母子等に対し、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するととも

に、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその

家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的としています。

※延べ人数 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み 126人 126人 126人 126人 126人

②確保方策 126人 126人 126人 126人 126人

過不足②－①＝ 0人 0人 0人 0人 0人

確保方策
健康推進課において、市内・近隣市町の医療機関と連携して、母体ケア・

乳児ケア・育児相談等を実施します。
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⑯児童育成支援拠点事業

事業の概要

養育環境等に課題を抱える家庭や学校に居場所のない児童等に対して、居

場所となる場を開設し、生活習慣の形成や学習のサポート、相談支援、食事

の提供等を行うとともに、児童及びその家庭の状況をアセスメントし、個々

の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、

児童の最善の利益の保障と健全な育成を図ることを目的としています。

確保方策 今後の実施方法について検討を行います。

⑰乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

事業の概要

全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらな

い形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時

間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用でき

る新たな通園制度です。

※延べ人数 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

①量の見込み - 62人 58人 57人 57人

②確保方策 - 62人 58人 57人 57人

過不足②－①＝ - 0 人 0人 0人 0人

確保方策

令和８年度からの給付制度化（全国全ての自治体での実施）に向けて整備

が進められているサービスで、本市においても令和８年度からの実施に向け

て整備を進めます。

⑱実費徴収に係る補足給付を行う事業

事業の概要

特定教育・保育等を受けた場合に係る日用品や文房具その他教育・保育に

必要な物品の購入に要する費用または特定教育・保育に係る行事への参加に

要する費用の全部または一部を、所得に応じて助成する事業です。

確保方策

本市の認定こども園では、日用品や教材費等の実費徴収は行っていないた

め、現時点では事業化の必要はありません。今後、必要に応じて事業化の検

討を行います。
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⑲多様な事業者の参入促進・能力活用事業

事業の概要
教育・保育施設等への民間事業者の参入促進に関する調査研究・多様な事

業者の能力を活用した施設の設置・運営を促進するための事業です。

確保方策

多様な教育・保育ニーズへの対応と、より一層の教育・保育施設従事者の

資質向上、施設ごとに特色ある教育・保育サービスの提供が可能となるよう、

民間事業者の参入も含めたその方策について、児童福祉関係者と有識者によ

る検討委員会において検討します。
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４ 教育・保育の一体的提供の推進

質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を確保するため、円滑な事務の実施

を含め庁内関係部局間及び国や県においても密接な連携を図ります。

教育・保育の一体的提供の推進を図るために、認定こども園と小学校等の相互の連携に努

めます。また、住民が希望する教育・保育ニーズに応えられるよう、近接する市町と連携を

図り、迅速に調整等が行われるように努めます。

さらに、地域の実情に応じて計画的な事業展開を行うため、関係する施設、機関が協働し

ながら取組を進めます。

子ども・子育て支援において地域の中核的な役割を担う認定こども園は、地域子ども・子

育て支援事業のサービス提供主体でもあり、他の地域子ども・子育て支援事業のサービス提

供主体とも密接な連携が必要です。本市においてはその連携が円滑に行えるよう努めます。

また、教育・保育を利用するこどもが小学校就学後に円滑に放課後児童クラブを利用でき

るよう、相互の連携に努めます。

５ 子ども環境を取り巻く国際化への対応

国際化の進展に伴い、教育・保育施設等において円滑な教育・保育等の利用ができるよう、

就園に必要な手続き・園児募集の状況等の外国語によるホームページへの掲載など保護者及

び教育・保育施設等に対し必要な支援を行います。

６ 障がい児支援体制の整備

障がい児支援体制を整備するにあたっては、こども相談ステーション等による相談体制の

強化や認定こども園訪問支援等の活用を図り、認定こども園、小学校、放課後児童クラブ等

の育ちの場において関係者が連携・協力し、障がい児の地域社会への参加及び包摂（インク

ルージョン）を推進します。

７ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施

国の幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援新制度に移行していない施設を

利用する方が無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける

必要があります。本市では、公正かつ適正な支給を確保し、給付対象者の利便性等を勘案す

るとともに、円滑な給付方法を検討し実施します。
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•あ

第６章 計画の推進にあたって

１ 計画の推進における連携体制の充実

こども・若者施策や子育て支援を推進していくためには、行政と市民、地域、関係機関、企

業等と連携を強化し、適切な役割分担や協働により、それぞれが主体的にこども・若者施策

や子育て支援に取り組むことが必要です。

本計画の推進にあたり、行政、学校、子ども・子育て支援事業者、各関係機関、ボランティ

ア等と連携し、情報の共有化を図るとともに、それぞれが果たすべき役割・責任を認識し、

こども・若者施策や子育て支援の推進を図ります。

２ 計画の達成状況の点検・評価

「能美市子ども・子育て会議」において、各年度における施策の実施状況（教育・保育施設

の認可等の状況を含む。）について点検、評価し、この結果を公表するとともに、これに基づ

いた事業計画の見直しや取組内容の改善等を図ります。

本計画においては数値目標を設定し、計画最終年度に達成状況を検証します。また、必要

に応じ、計画期間の中間年を目安として、計画の見直しを実施するとともに、計画の進捗状

況等はホームページ等で公表します。

【計画のＰＤＣＡサイクル】

P（Plan）

D（Do）C（Check）

A（Action）

●計画の策定

●見直し結果の反映

●計画に基づく

日常の取組

● 取 組 の 点

検・評価

●目標、推進体制等の

見直し
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３ SDGｓ（持続可能な開発目標）との関連

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、2015年９月の国連サミットで採択された、「持続

可能な開発のための2030年アジェンダ（行動計画）」に基づき、2030年を期限として設

定された国際目標です。

国では、SDGs 達成に貢献する優れた取組を提案する地方自治体を「SDGs未来都市」と

して選定しており、本市は2020年に選定されました。

本計画では推進する目標がＳＤＧｓのどの目標に対応した取組なのかを結び付けることで、

持続可能な地域社会の形成に資する取組であることを市民及び職員に意識づけ、ＳＤＧｓ達

成に貢献できるよう、施策を推進します。

【ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の17の目標】
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資料編

１ 計画策定にかかるアンケート調査結果

（１）調査目的

【子ども・子育て支援に関する調査】

本調査は、市内に居住する未就学児童及び小学生の保護者を対象としてアンケート調査を

実施し、「能美市こども計画」を策定するにあたり、住民の方の教育・保育・子育て支援に関

する事業の利用状況や今後の利用希望等を把握するために実施しました。

【子ども・若者の意識と生活に関する調査】

本調査は、「能美市こども計画」を策定するにあたり、こども・若者の皆様が置かれている

状況や今後の展望についてとらえることが重要であると考え、こども・若者の皆様の生活実

態や日頃の意識について把握するために実施しました。

【ひとり親世帯の生活状況等に関する調査】

本市ではこどもの将来が生まれ育った家庭の状況等によって左右されることのないよう、

未来を担うこどもたちの学びや育ちの支援についての検討を進めています。

本調査は、その検討の基礎資料を得るために行ったもので、令和５年度の児童扶養手当受

給資格のある方を対象に、日頃の暮らしやお子さんの様子、保護者の方々の就業や所得の状

況、子育ての悩みなどについて、アンケートを実施しました。

（２）調査対象

【子ども・子育て支援に関する調査】

市内在住の就学前児童がいる世帯 1,000人

市内在住の小学生児童がいる世帯 1,000人

【子ども・若者の意識と生活に関する調査】

13歳から29歳以下のこども・若者 3,000人

13歳から18歳以下のこどもの保護者 1,000人

【ひとり親世帯の生活状況等に関する調査】

児童扶養手当受給資格のある方 318人

（３）調査時期

令和６年３月

（４）調査方法

郵送による配布・回収
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（５）回収結果

【子ども・子育て支援に関する調査】

就学前児童

小学生児童

【子ども・若者の意識と生活に関する調査】

13歳から29歳以下のこども・若者

13歳から18歳以下のこどもの保護者

【ひとり親世帯の生活状況等に関する調査】

（６）数値等の基本的な取扱いについて

・回答は各質問の回答者数（n）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数

点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が100.0％にならない場合がありま

す。

・複数回答が可能な設問の場合、１人の回答者が２つ以上の回答を出してもよい問であり、

したがって、各回答の合計比率は100%を超える場合があります。

・文中、グラフ中の選択肢の文言は作図等の都合により一部簡略化する場合があります。

※「貧困世帯」の定義

世帯全員に占める、等価可処分所得（世帯収入から税金・社会保険料等を除いた「手取り

収入」を、世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中央値の半分の額を貧困線といい

ます。令和５（2023）年７月に公表した最新の国民生活基礎調査では、貧困線は127万

円でした。

本調査では、世帯人数をもとに等価可処分所得を算出し、127万円未満の世帯を「貧困

世帯」、127万円以上の世帯を「非貧困世帯」としました。

配布数 回収数 回収率

1,000 494 49.4％

配布数 回収数 回収率

1,000 510 51.0％

配布数 回収数 回収率

3,000 692 23.1％

配布数 回収数 回収率

1,000 378 37.8％

配布数 回収数 回収率

318 114 35.8％
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96.4 3.0 0.6

80% 100%

グラフタイトル

いる／ある いない／ない 無回答

n=494n=494

92.4 5.1 2.5

80% 100%

グラフタイトル

いる／ある いない／ない 無回答

n=510n=510

（７）調査結果

【子ども・子育て支援に関する調査】

①子育てに関して相談できる人や場所について

■子育てに関して、気軽に相談できる人や相談できる場所

【就学前児童】

「いる／ある」の割合が96.4%と最も高く、次いで「いない／ない」が3.0%となってい

ます。

【小学生児童】

「いる／ある」の割合が92.4%と最も高く、次いで「いない／ない」が5.1%となってい

ます。

子育てに関して、気軽に相談できる人や相談できる場所はありますか。
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88.7

85.5

58.0

34.9

21.4

44.1

1.1

6.9

12.4

1.5

91.3

80.0

58.2

41.6

39.1

28.5

1.5

5.1

8.3

2.8

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

配偶者、パートナー

親族（親、兄弟姉妹など）

友人、隣近所の人、地域の知人

職場の人

保護者の仲間

保育士、幼稚園の先生、学校の先生

子育てサークルの仲間

医師、保健師、看護師、栄養士など

子育て支援センター

その他

就学前児童 n=476 小学生児童 n=471

■どのような人（場所）に相談しているか

【就学前児童】

「配偶者、パートナー」の割合が88.7%と最も高く、次いで「親族（親、兄弟姉妹など）」

が85.5%、「友人、隣近所の人、地域の知人」が58.0%となっています。

【小学生児童】

「配偶者、パートナー」の割合が91.3%と最も高く、次いで「親族（親、兄弟姉妹など）」

が80.0%、「友人、隣近所の人、地域の知人」が58.2%となっています。

「いる／ある」を選ばれた方におうかがいします。どのような人(場所)に相談しています

か。（複数回答）
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71.3 15.0 13.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

ある ない 無回答

n=494n=494

84.7 13.5 1.8

60% 80% 100%

グラフタイトル

ある ない 無回答

n=510n=510

②こどもの病気の際の対応について

■病気やケガで認定こども園等を利用できなかったことはあるか

【就学前児童】

「ある」の割合が71.3%と最も高く、次いで「ない」が15.0%となっています。

【小学生児童】

「ある」の割合が84.7%と最も高く、次いで「ない」が13.5%となっています。

この１年間に、お子さんが病気やケガで認定こども園等を利用できなかったことはあり

ますか。
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41.7 56.3 2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい 利用したいとは思わない 無回答

n=300

18.8 79.9 1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい 利用したいとは思わない 無回答

n=324

■病児・病後児のための保育施設等を利用したいか

【就学前児童】

「利用したいとは思わない」の割合が56.3%と最も高く、次いで「できれば病児・病後児

保育施設等を利用したい」が41.7%となっています。

【小学生児童】

「利用したいとは思わない」の割合が79.9%と最も高く、次いで「できれば病児・病後児

保育施設等を利用したい」が18.8%となっています。

お子さんが病気やケガの際に仕事を休んだ方におうかがいします。その際に、できれば

病児・病後児のための保育施設等を利用したいと思われましたか。
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69.2 

65.4 

72.7 

59.7 

85.8 

88.1 

54.7 

56.9 

73.1 

82.4 

83.8 

89.1 

29.8 

82.8 

57.1 

88.5 

89.1 

82.6 

23.9 

30.2 

23.1 

35.0 

7.7 

2.4 

41.5 

38.9 

18.6 

10.5 

11.5 

5.9 

66.4 

9.1 

36.8 

2.8 

1.6 

9.7 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1．マタニティクラス

2．産前産後子育て応援ヘルパー派遣事業

3．子育て応援弁当（能美市社会福祉協議会）

4．産後ケア事業

5．育児相談（おっぱい相談含む）

6．子育て支援センター

7．子ども発達支援センター

8．ファミリー・サポート・センター

9．マイ保育園

10．一時預かり保育

11．休日保育

12．病児保育

13．子育て短期支援事業（ショートステイ）

14．認定こども園の開放（未就園児の園開放）

15．親子サロン（能美市社会福祉協議会）

16．児童館

17．図書館

18．市が発信している子育て情報（広報・SNS・アプリ
（はぐはぐ）等）

グラフタイトル

はい いいえ

③市の事業の認知度や利用状況等

■市の事業の認知度や利用状況

【就学前児童】

『A 知っている』

「はい」の割合が高かった項目は、「12．病児保育」「17．図書館」が89.1％と最も高く、

次いで「16．児童館」が88.5％となっています。

下記の子育てサービスで知っているものや、これまでに利用したことがあるもの、今後、

利用したいと思うものはありますか。

（％）n=494
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能美市こども計画

34.2 

5.3 

7.3 

10.3 

36.6 

71.9 

11.5 

7.3 

54.3 

36.8 

13.2 

21.7 

1.6 

51.6 

21.7 

70.6 

72.3 

65.4 

54.9 

79.6 

78.7 

74.7 

51.0 

20.2 

73.9 

77.7 

36.8 

52.4 

73.5 

66.8 

83.0 

39.5 

65.2 

22.7 

20.9 

24.7 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1．マタニティクラス

2．産前産後子育て応援ヘルパー派遣事業

3．子育て応援弁当（能美市社会福祉協議会）

4．産後ケア事業

5．育児相談（おっぱい相談含む）

6．子育て支援センター

7．子ども発達支援センター

8．ファミリー・サポート・センター

9．マイ保育園

10．一時預かり保育

11．休日保育

12．病児保育

13．子育て短期支援事業（ショートステイ）

14．認定こども園の開放（未就園児の園開放）

15．親子サロン（能美市社会福祉協議会）

16．児童館

17．図書館

18．市が発信している子育て情報（広報・SNS・アプリ
（はぐはぐ）等）

グラフタイトル

はい いいえ

『B 利用している（または利用したことがある）』

「はい」の割合が高かった項目は、「17．図書館」が72.3％と最も高く、次いで「6．子

育て支援センター」が71.9％、「16．児童館」が70.6%となっています。

（％）n=494
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22.5 

18.8 

27.5 

28.1 

36.8 

60.3 

35.0 

27.7 

44.7 

45.3 

34.2 

50.2 

16.0 

43.9 

32.4 

76.7 

78.9 

66.0 

56.1 

58.7 

51.6 

48.8 

40.7 

18.8 

42.3 

51.0 

34.2 

33.2 

46.8 

31.2 

62.6 

35.4 

45.7 

3.8 

1.6 

14.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1．マタニティクラス

2．産前産後子育て応援ヘルパー派遣事業

3．子育て応援弁当（能美市社会福祉協議会）

4．産後ケア事業

5．育児相談（おっぱい相談含む）

6．子育て支援センター

7．子ども発達支援センター

8．ファミリー・サポート・センター

9．マイ保育園

10．一時預かり保育

11．休日保育

12．病児保育

13．子育て短期支援事業（ショートステイ）

14．認定こども園の開放（未就園児の園開放）

15．親子サロン（能美市社会福祉協議会）

16．児童館

17．図書館

18．市が発信している子育て情報（広報・SNS・アプリ
（はぐはぐ）等）

グラフタイトル

はい いいえ

『C 今後利用したい』

「はい」の割合が高かった項目は、「17．図書館」が78.9％と最も高く、次いで「16．

児童館」が76.7％、「18．市が発信している子育て情報（広報・SNS・アプリ（はぐはぐ）

等）」が66.0%となっています。

（％）n=494
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能美市こども計画

90.0 

63.9 

63.3 

84.3 

29.6 

27.8 

90.8 

67.3 

1.0 

30.2 

32.9 

11.8 

66.1 

68.2 

1.0 

27.6 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1．児童館

2．子ども発達支援センター

3．ファミリー・サポート・センター

4．病児保育

5．子どもの学び支援

6．教育センター

7．図書館

8．市が発信している子育て情報（広報・SNS・アプリ
（はぐはぐ）等）

グラフタイトル

はい いいえ

【小学生児童】

『A 知っている』

「はい」の割合が高かった項目は、「7．図書館」が90.8％と最も高く、次いで「1．児童

館」が90.0％、「4．病児保育」が84.3%となっています。

（％）n=510
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88.0 

24.7 

5.9 

19.2 

5.9 

4.3 

85.9 

42.0 

8.0 

62.5 

79.0 

68.6 

79.4 

80.0 

8.0 

45.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1．児童館

2．子ども発達支援センター

3．ファミリー・サポート・センター

4．病児保育

5．子どもの学び支援

6．教育センター

7．図書館

8．市が発信している子育て情報（広報・SNS・アプリ
（はぐはぐ）等）

グラフタイトル

はい いいえ

『B 利用している（または利用したことがある）』

「はい」の割合が高かった項目は、「1．児童館」が88.0％と最も高く、次いで「7．図書

館」が85.9％、「8．市が発信している子育て情報（広報・SNS・アプリ（はぐはぐ）等）」

が42.0%となっています。

（％）n=510
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能美市こども計画

62.9 

22.4 

12.7 

17.3 

23.9 

18.4 

82.4 

54.3 

23.5 

61.4 

69.8 

67.8 

59.2 

64.3 

4.3 

30.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1．児童館

2．子ども発達支援センター

3．ファミリー・サポート・センター

4．病児保育

5．子どもの学び支援

6．教育センター

7．図書館

8．市が発信している子育て情報（広報・SNS・アプリ
（はぐはぐ）等）

グラフタイトル

はい いいえ

『C 今後利用したい』

「はい」の割合が高かった項目は、「7．図書館」が82.4％と最も高く、次いで「1．児童

館」が62.9％、「8．市が発信している子育て情報（広報・SNS・アプリ（はぐはぐ）等）」

が54.3%となっています。

（％）n=510
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20.6 74.5 4.0

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

働いていなかった 取得した（または取得中である） 取得していない 無回答

n=494

1.0 14.2 78.3 6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

働いていなかった 取得した（または取得中である） 取得していない 無回答

n=494n=494

④子育てと仕事の両立支援について

■育児休業の取得状況【就学前児童】

①母親

「取得した（または取得中である）」の割合が74.5%と最も高く、次いで「働いていなか

った」が20.6%、「取得していない」が4.0%となっています。

②父親

「取得していない」の割合が78.3%と最も高く、次いで「取得した（または取得中であ

る）」が14.2%、「働いていなかった」が1.0%となっています。

お子さんが生まれた時、育児休業を取得しましたか。
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51.8

90.3

6.9

20.2

3.8

43.1

9.3

0.8

3.6

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

急な残業・仕事が入ってしまう

自分や子どもが病気・ケガをした時

家族の理解が得られない

職場の理解が得られない

子どもの他に面倒を見なければならない人がいる

子どもと接する時間が少ない

その他

特にない

就労していないのでわからない

n=494

■仕事と子育てを両立する上で大変だと感じること【就学前児童】

「自分や子どもが病気・ケガをした時」の割合が90.3%と最も高く、次いで「急な残業・

仕事が入ってしまう」が51.8%、「子どもと接する時間が少ない」が43.1%となっていま

す。

仕事と子育てを両立する上で大変だと感じることは何ですか。（複数回答）
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53.8

39.1

66.2

73.5

61.5

66.8

64.0

17.0

32.4

5.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

保育園や定期的な保育事業などの整備

急な残業や出張などに、柔軟に対応してくれる子育て
支援サービスの整備

子どもや自分が病気やケガをした時に、面倒をみてく
れる人や保育事業があること

家族が子育てに協力してくれること

育児休業や介護休業などの取得が容易にできること

フレックスタイムや短時間勤務などの活用

育児休業中の経済的支援が充実すること

家族や隣近所・知人などからの子育てや事業等に関す
る情報提供

市役所や市の機関などからの子育てや事業等に関する
情報提供

その他

n=494

■仕事と子育てを両立する上で必要なこと【就学前児童】

「家族が子育てに協力してくれること」の割合が73.5%と最も高く、次いで「フレックス

タイムや短時間勤務などの活用」が66.8%、「子どもや自分が病気やケガをした時に、面倒

をみてくれる人や保育事業があること」が66.2%となっています。

仕事と子育てを両立する上で必要なことは何ですか。（複数回答）
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能美市こども計画

20.9 15.2 30.4 32.4 1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

よくある 時々ある たまにある ない 無回答

n=494

18.6 15.3 29.2 34.1 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

よくある 時々ある たまにある ない 無回答

n=510n=510

⑤生活について

■暮らしの中で金銭面で困ること

【就学前児童】

「ない」の割合が32.4%と最も高く、次いで「たまにある」が30.4％、「よくある」が

20.9%となっています。

【小学生児童】

「ない」の割合が34.1%と最も高く、次いで「たまにある」が29.2％、「よくある」が

18.6%となっています。

現在の暮らしの中で、金銭面で困ることはありますか。
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26.7

37.7

46.0

12.3

8.1

0.6

10.9

20.4

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

園の諸経費

制服・体操服の購入費

学習塾や習い事にかかる費用

ゲームやスポーツ用品の購入費

電子機器などの通信料金

医療費

その他

大きな負担を感じるものはない

n=494

■お子さんにかかる費用のうち、経済的に負担が大きいと感じるもの

【就学前児童】

「学習塾や習い事にかかる費用」の割合が46.0%と最も高く、次いで「制服・体操服の購

入費」が37.7％、「園の諸経費」が26.7%となっています。

お子さんにかかる費用のうち、経済的に負担が大きいと感じるものは何ですか。

（複数回答）
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11.6

19.8

55.9

65.9

24.7

15.7

1.4

6.5

9.0

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

給食費などの学校の諸経費

辞書・習字道具などの教材購入費

制服・体操服の購入費

学習塾や習い事にかかる費用

ゲームやスポーツ用品の購入費

電子機器などの通信料金

医療費

その他

大きな負担を感じるものはない

n=510

【小学生児童】

「学習塾や習い事にかかる費用」の割合が65.9%と最も高く、次いで「制服・体操服の購

入費」が55.9％、「ゲームやスポーツ用品の購入費」が24.7%となっています。
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76.1

66.8

35.4

63.4

63.6

37.0

43.7

3.2

1.2

55.1

58.2

39.4

51.2

58.2

37.3

32.2

2.5

1.2

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

保護者が家にいないときに子どもが安心して過ごす場
所やサービスの提供

生活や就学のための経済的な補助

進路や生活などについて何でも相談できるところ

仲間と出会い、一緒に自然体験や集団遊びなどいろい
ろな活動ができるところ

夏休み期間中子どもたちが自習できる場所

地域において職場体験ができるところ

子どものみで無料もしくは低料金で食事ができる場所
の提供

その他

特にない

就学前児童 n=494 小学生児童 n=510

■現在または将来的に利用したい支援

【就学前児童】

「保護者が家にいないときに子どもが安心して過ごす場所やサービスの提供」の割合が

76.1%と最も高く、次いで「生活や就学のための経済的な補助」が66.8％、「夏休み期間中

子どもたちが自習できる場所」が63.6%となっています。

【小学生児童】

「生活や就学のための経済的な補助」「夏休み期間中子どもたちが自習できる場所」の割合

が58.2%と最も高く、次いで「保護者が家にいないときに子どもが安心して過ごす場所やサ

ービスの提供」が55.1％となっています。

お子さんにとって、現在または将来的に、次のような支援があった場合、利用したいと

思いますか。（複数回答）
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78.5

57.1

74.3

62.3

41.7

55.9

27.1

65.8

39.9

43.1

41.9

37.4

3.2

6.5

8.3

16.4

10.3

3.2

3.6

2.6

8.5

14.0

34.2

7.7

17.0

35.0

16.2

20.0

46.8

39.5

68.0

30.2

50.4

41.3

22.5

53.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1．能美市は子育てしやすいまちだと思う

2．子どもがいても安心して働けると感じている

3．乳幼児健診の体制に満足している

4．小児医療体制に満足している

5．子どもの教育環境が充実している

6．青少年が健全に過ごせるまちだと感じる

7．障がいなど配慮の必要な子どもを安心して育てられる
と感じる

8．公共施設が子どもにとって安心できる場だと思う

9．地域ぐるみで子どもを見守る体制ができていると思う

10．子育てが地域の人たちに支えられていると感じる

11．屋外の遊び場が充実していると思う

12．犯罪被害にあうことの少ないまちだと思う

はい いいえ どちらでもない（わからない）

⑥子育て観や環境の満足度などについて

■子育て環境について感じること

【就学前児童】

「はい」の割合が高かった項目は、「1．能美市は子育てしやすいまちだと思う」が78.5％

と最も高く、次いで「3．乳幼児健診の体制に満足している」が74.3％、「8．公共施設が子

どもにとって安心できる場だと思う」が65.8%となっています。

あなたは、能美市で子育てをしていて以下の点についてどのように感じていますか。

n=494（％）
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78.6

56.5

61.6

44.1

58.0

29.6

66.9

51.2

51.8

30.8

38.0

3.3

7.1

17.3

10.0

3.3

6.3

3.5

9.6

10.0

37.3

11.2

16.7

35.3

20.2

44.7

37.6

62.9

28.6

38.0

36.9

31.0

49.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

1．能美市は子育てしやすいまちだと思う

2．子どもがいても安心して働けると感じている

3．小児医療体制に満足している

4．子どもの教育環境が充実している

5．青少年が健全に過ごせるまちだと感じる

6．障がいなど配慮の必要な子どもを安心して育てられる
と感じる

7．公共施設が子どもにとって安心できる場だと思う

8．地域ぐるみで子どもを見守る体制ができていると思う

9．子育てが地域の人たちに支えられていると感じる

10．屋外の遊び場が充実していると思う

11．犯罪被害にあうことの少ないまちだと思う

はい いいえ どちらでもない

【小学生児童】

「はい」の割合が高かった項目は、「1．能美市は子育てしやすいまちだと思う」が78.6％

と最も高く、次いで「7．公共施設が子どもにとって安心できる場だと思う」が66.9％、「3．

小児医療体制に満足している」が61.6%となっています。

n=510（％）



111

能美市こども計画

■子育てに関する悩みや心配ごと

【就学前児童】

「子どもの性格や生活習慣」の割合が 49.8%と最も高く、次いで「遊びやしつけ」が

47.8％、「子どもの教育費等」が45.7%となっています。

【小学生児童】

「子どもの性格や生活習慣」の割合が44.5%と最も高く、次いで「友達づきあい（いじめ

などを含む）」が41.8％、「災害発生時の子どもの安全」が41.6%となっています。

子育てに関する悩みや心配ごとはありますか。また、その内容はどのようなことですか。

（複数回答）
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47.8

49.8

38.9

5.7

5.7

26.3

8.7

8.7

5.1

30.6

41.9

40.7

20.6

25.5

14.8

4.7

37.9

35.4

21.3

11.9

38.7

45.7

6.3

11.5

4.3

11.1

32.4

44.1

35.0

4.3

4.3

29.6

44.5

27.8

2.7

3.7

16.3

10.4

8.4

3.5

32.7

27.3

32.5

11.6

15.9

10.6

7.1

21.2

41.8

41.4

14.5

28.0

38.0

7.3

9.2

6.7

8.0

29.2

41.6

26.9

2.5

5.9

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

遊びやしつけ

子どもの性格や生活習慣

子どもを叱りすぎているような気がする

ストレスなどで子どもに手をあげてしまう

話し相手や相談相手がいない

保護者同士の付き合い

配偶者（パートナー）の子育てへの協力が少ない

配偶者（パートナー）と子育てに関して意見が合わない

祖父母など周囲と子育てに関して意見が合わない

子どもとの時間が十分にとれない

仕事や社会活動との両立

自分の自由な時間がもてない

夫婦で過ごす時間がとれない

病気や発育について

知能や言語の発達について

障がいについて

食事や栄養について

友達づきあい（いじめなどを含む）

学力や進学・受験

登園しぶり・登校など

生活費

子どもの教育費等

住居が狭い

子育て支援サービスの内容や利用方法がよくわからない

先生に関すること

道路や施設など、子どもや子ども連れが外出しにくい環境

犯罪や事件などの被害にあわないか心配

災害発生時の子どもの安全

被災後の生活における子どもの暮らし方

その他

悩みや心配ごとは特にない

就学前児童 n=494 小学生児童 n=510
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能美市こども計画

■能美市のこれからの子育て支援施策について期待すること

【就学前児童】

「身近な公園など安全な遊び場の確保」の割合が62.1%と最も高く、次いで「児童手当な

どの経済的な支援」が59.9％、「多様な教育・保育サービスの充実」が47.8%となっていま

す。

【小学生児童】

「児童手当などの経済的な支援」の割合が52.9%と最も高く、次いで「身近な公園など安

全な遊び場の確保」が46.1％、「医療機関の充実」が39.2%となっています。

能美市のこれからの子育て支援施策について、どのようなことを期待しますか。

（複数回答）
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47.8

35.6

38.5

8.7

14.4

7.5

14.4

42.3

38.3

7.9

2.8

8.3

10.7

62.1

10.3

26.1

32.8

32.8

14.8

3.2

59.9

1.6

30.6

12.0

32.9

3.9

13.5

10.4

11.8

39.2

25.7

10.0

1.8

5.3

5.9

46.1

6.7

20.6

37.1

34.3

3.9

3.7

52.9

3.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

多様な教育・保育サービスの充実

保育施設・内容の充実

教育施設・内容の充実

妊産婦や乳幼児の健康診査、保健指導などの充実

発達に関する支援・相談の充実

障がいのある子どもの教育・保育の充実

子育てに関する情報提供の充実

医療機関の充実

子育てしやすい労働条件の整備（在宅勤務、勤務時間の短縮）

気軽に相談できる窓口の充実

子育てサークルやNPO団体の育成支援

子育てについての教室や講座の充実

親同士の交流の場や仲間づくりの機会の充実

身近な公園など安全な遊び場の確保

地域（民生委員等）による見守りや声かけ

自然環境を守り、自然とふれあう場や機会の充実

防犯や防災において安全な環境整備

子どもへの交通安全・防犯教育の充実

授乳室、分煙など子育てに配慮した施設の整備

その他

児童手当などの経済的な支援

特にない

就学前児童 n=494 小学生児童 n=510
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⑦子育ての環境や支援に関しての意見

【就学前児童】

子どもの年齢 意見

４歳
図書館などのイベントなど放送を聞き逃すと分からないので、チラシな

どあると嬉しいです。

３歳

乳幼児健診について、２歳の間に一度実施して欲しい。午後から開始で

はなく、午前にしてほしい。（昼寝の時間にかぶって機嫌が悪い。午前中の

方が活発で受けやすい）待ち時間を短くして欲しい。

３歳

同居家庭は放課後児童クラブに１７時までしか利用できない事が納得で

きない。保育園では制限が無く働くことが出来たが、小学生になったら預

けることができず労働時間を短くするしかなかった。家庭の環境や事情は、

その家庭によって多様であり理由があっても全く考慮してもらうことがで

きなかった。年長児と小学１年生は何が違うのか理解できない。せめて小

学１年生は核家族と同様の時間まで利用させて欲しい。能美市は子育て支

援に力を入れていると言っているが、疑問を感じる。

５歳

能美市に住み始めて５年ほどになりますが、大変住みやすく子育てしや

すい環境だと感じています。要望があるとすれば、医療機関において、小

児科以外だと皮膚科と耳鼻科に子どもを連れて行く事が多いのですが、以

前小松市に住んでいたこともあり、小松の医院等に連れて行き受診してい

ます。能美市内の医院でも小さい子を連れて行きやすい様な病院紹介など

があると嬉しいなと思います。

０歳

小学校への登下校の通学路が田んぼが多く、民家が少ない、または歩道

が無い道を歩いて登下校させるのに心配です。防犯カメラの設置など考慮

してもらえるといいです。

２歳

別居して生活・子育てをしている人達への支援をして欲しい。離婚前提

で別居しているが、金銭面の不安から離婚できていない。婚姻費用を貰っ

て生活しているが到底足りない。貯金を切り崩している。子どもが小さく

思うように働けない。同居家族はいるが、再雇用と介護で働いていないた

め余裕がない。別居のひとり親にも支援が届くようにしてほしい。

６歳
子どもが安心して歩けるように道路の整備（川などに落ちないようにな

ど）に力を入れてほしい。防犯対策をしっかりしてほしい。

６歳

日頃より子育て支援に力を入れて活動してくださり、ありがとうござい

ます。共働きでの子育てにより、子の病気で病児保育の利用を考えた事が

ありますが、能美市には辰口と根上の２つしかなく定員もいつもいっぱい

で厳しいといった印象です。もう少し病児保育の施設を増やして頂けると

安心です。
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子どもの年齢 意見

４歳

小学校の範囲が広いのにスクールバス等のサポートが無く不安。小学校

１年生の徒歩で１時間以上かかり、交通量が多い道が多いのでとても不安

である。スクールバスの導入、スクールゾーンの導入を求む。（根上地区、

大成、福島地区）

１歳

市内の公園が古く、ブランコや滑り台鉄棒等が安心して使用できないの

で、市内外の子どもたちが安心して、安全に遊べるような環境設備になっ

てほしい。柵も古いので危険だ。

３歳

保育園が多く働きながらの子育てはしやすいと思う一方で、学童の利用

条件、利用時間、スケジュールへの柔軟性が低く、とても利用しづらく感

じる。保育環境が充実している分、小学校に上がった途端に条件が一気に

厳しくなったように感じて、ギャップに戸惑う保護者も多い。民間の方が

ましだと思ってしまう。

０歳

保育園の入園相談について各園に相談する前に話を聞ける窓口があると

嬉しいです。１歳半～の入園希望ですが、０歳からでないと落ちやすいと

か、また妊娠中産前２か月預けられる制度がありますが、年子のため、年

１回の申込では申請できませんでした。出産前に保活の流れを相談したり、

園の空き状況を確認できるサービスがあると嬉しいです。

３歳

子どもへの性犯罪について、ニュースで見かけるたび不安になります。

子ども達が被害にあう事が無いよう、教育・保育関係者に加害者が紛れ込

まないような仕組みを期待しています。また子ども同士でもそういったい

たずらが起きないよう、家庭での性教育に合わせて保育園や学校での教育

もして頂けるといいなと思います。

４歳

交通に関して危険を感じる場面が多いです。狭い道、見通しの悪い道で

もスピードを出したり、不注意だったりすることが多く今まで他県に住ん

でいた経験と比較すると不安を感じる場面が多々あります。

５歳

子どもの運動会や発表会などのイベントの時は必ず仕事を休めるように

してもらいたい。子どもの人数に応じて休みの回数が増えるとうれしい。

ひとり親は手当もだが、子どもと一緒に過ごす時間を優遇してもらえると

うれしい。子どもと過ごす時間がほしい。

６歳

中学校の通学にスクールバスを運行して頂きたいです。特に冬期は朝夕

の送迎を家庭で毎日行うのは大変なので是非ご検討いただきたいです。高

校（市外）に通学するための交通手段の充実を図っていただきたいです。
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【小学生児童】

子どもの学年 意見

１年生

発達障害、自閉症と言われ、子育ての大変さがあり、どうしていいかわ

からない時があります。気軽に相談できるところに情報共有できればうれ

しいです。

５年生

公立の学習塾をつくってほしいです。どこかの自治体にはあるとテレビ

でみました。塾に行きたいと言われても、お金や送迎時間の問題で行かせ

られません。勉強したいと言っているのに、させてあげられなのは悔しい

です。

６年生

学校に通えない子が多くなっている事を時々耳にしますが、社会や大人

の課題の様な気がします。もう一度親として、大人が自分の行動、言動を

見つめ直し、これからの子ども達の未来に向け、成長していける様に話し

合い行動したい。

３年生

天気が悪い日に室内で遊べる施設がほしい。大きな遊具等がないと小学

生には満足しないので、思いっきり体が動かせる場所をつくってほしい。

休日に遊びに行く場所がない。（悪天候時）

３年生

休日になると、友達の家に集まるようになった。児童館に行くように言

っても「学童に行っているから飽きた」と言い、いろいろな友達の家を回

っては断られているようだ。何かいい居場所はないかなと思う。

３年生

能美市は子ども用品を購入できる店舗がない（西松屋やバースディなど）

のでとても不便です。空いている土地や空き店舗はあるので、ぜひ誘致し

てもらいたいです。

４年生
教育において、学校や保育機関の方々にゆとりがないと子ども達に充分

な対応ができないと感じるので、労働環境の改善が望ましいと思います。

４年生

全ての職場において育児休暇、時短勤務などを取りやすい環境になる事

で子育てしやすい、また、仕事もしやすくなる事につながるのではないか

と思います。

５年生

子どもの人数に応じて、生活費に使える「のみ応援券」の様なものがあ

ると嬉しい。子育て世帯のインフルエンザ助成券（大人用の金額でなくて

も千円分など）など。

６年生

のみバスなど交通機関を充実させてほしい。習い事の送迎など全て親の

事になってしまい、親の時間の都合が合わない場合は思う様に習い事をさ

せてあげられていない子が多くいる。将来高校への進学と交通手段が限ら

れてくるので、親の送迎が必要となるため負担が大きい。

６年生

教師の負担軽減において、教師や補助をする人の補充、拡充に力を注ぐ

べきであり、子どもが部活動など学ぶ機会を減らす事がないようにしても

らいたい。
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子どもの学年 意見

４年生

白山市と比べると大きな公園が少ないように感じる。近くに公園があっ

て助かるが、毎日行くとどうしても飽きてしまうので、遠くの公園や施設

に行く事になり負担になっている。また道が細い所においても自転車が早

いスピードで通過していくので、とても心配しています。速度制限の見直

しや取り締まりの強化をお願いします。

４年生

経済力と学力はやはり関係があるとしみじみ思っています。何をさせる

にもお金がかかり、やりたくてもやれない子もいます。土日など各学校で

サークル活動など月に1回でもあればと思います。

６年生

２人目から３人目を産む時、経済的不安でつくるか悩みました。それで

もきっとなんとかなると思って、３人目を産みましたが、やはり3人とも

教育資金に悩みます。子どもが多いと結局大学までは難しいので、そうい

う不安が少子化につながっていると思います。生活をきりつめて頑張って

いて、周りのひとりっ子家庭が旅行へ行っているのを見ると、失敗したか

なぁとか。でも３人ともとてもかわいく、授かって産んだことは後悔して

いません。能美市はのんびりしたところがいい所で、子育てには良い所だ

と思いますが、もっともっと皆が能美市を好きになれたらいいですね。

２年生

市内に保育園しかないので、もう少し教育的要素のある保育施設が必要。

例えば、保育園の中で希望する子どもへスイミングスクールへ通わせたり、

ピアノ教室、体操教室等、親が送迎等しなくても、園の中で完結して教育

してほしい。

２年生

子どもは子ども同士で遊んで、関わりを学んでほしい。学童も良いです

が、もっと身近な所で日常を過ごしてほしいと思います。昔のように外で

遊ぶことが難しい時代ですが、公民館をもっと利用できたらと思います。

地域の大人も一緒になって、子どもが安心できる日々を送らせたいです。

５年生

夏場や冬場、屋外での活動が難しい所、児童館を利用して子どもと遊び

たい時がある。しかし、体育館に冷暖房がないため、特に夏は使用する事

ができない。新しい施設を作ったり、給食費を無料にする必要はないので、

子ども達が安全に過ごせる児童館の設備を充実させてほしい。

３年生

性の多様性や LGBTQ に関する学びを幼少の頃から行ってほしい。

LGBTQの子ども達が安心して保育園や学校で過ごす事ができるように、

権利を保障してほしい。そのために制服やトイレなどハード面の見直しを

お願いしたい。

６年生

ほとんどの人が大学や専門学校まで進学する時代なので、保護者として

は学費の負担が一番心配です。特に複数人の子どもがいる家庭の負担は大

きいです。安心して2人3人と子どもを育てられるように、大学までの学

費に対する支援を国の支援に上乗せする形で行ってほしい。
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27.7 21.1 19.1 11.8 19.7 0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

13～15歳 16～18歳 19～22歳 23～25歳 26～29歳 無回答

n=692

48.3 50.9 0.1

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

男性 女性 その他 無回答

n=692n=692

【子ども・若者の意識と生活に関する調査】

①あなた自身のことについて

■回答者の年齢

「13～15歳」の割合が27.7%と最も高く、次いで「16～18歳」が21.1%、「26～29

歳」が19.7%となっています。

■回答者の性別

「女性」の割合が50.9%と最も高く、次いで「男性」が48.3％、「その他」が0.1%とな

っています。

あなたの年齢をお答えください。

あなたの性別をお答えください。



120

64.7

26.4

3.8

1.4

0.6

1.2

0.3

0.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

学生・生徒（予備校生等を含む）

正規社員・正規職員

パート・アルバイト

派遣・契約社員

自営業

無職

専業主婦（夫）

その他

n=692

■回答者の職業等

「学生・生徒（予備校生等を含む）」の割合が64.7%と最も高く、次いで「正規社員・正

規職員」が26.4％、「パート・アルバイト」が3.8%となっています。

あなたの現在の仕事等をお答えください。
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41.7

31.7

1.1

2.0

0.4

16.5

5.8

0.4

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

中学校

高等学校

高等専門学校

専門学校

短期大学

大学

大学院

その他

n=448

■回答者の通っている学校

「中学校」の割合が41.7%と最も高く、次いで「高等学校」が31.7％、「大学」が16.5%

となっています。

あなたが現在通っている学校はどこですか。
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81.8

10.5

1.3

4.8

0.7

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

仕事や学校に毎日外出する

仕事や学校に週に３～４日外出する

遊びや人づきあい等で4～５日外出する

遊びや人づきあい等で１～２日外出する

外出は避けている

n=692

②生活及び地域とのかかわりについて

■平日どのくらい外出するか

「仕事や学校に毎日外出する」の割合が81.8%と最も高く、次いで「仕事や学校に週に３

～４日外出する」が10.5%、「遊びや人づきあい等で１～２日外出する」が4.8％となって

います。

■外出を避けている程度

「自室から出るが、家からは出ない」の回答が２件、「普段は家にいるが、自分の趣味に関

する用事のときだけ外出する」「自室からほとんど出ない」「その他（休日であれば家族に伴

って外出する）」がそれぞれ１件となっています。

■外出を避けるようになってどのくらい経つか

「６か月以上１年未満」「１年以上３年未満」の回答がそれぞれ２件、「５年以上７年未満」

が１件となっています。

あなたは平日どのくらい外出しますか。

外出を避けている程度はどのくらいですか。（「外出は避けている」と答えた方のみ）

外出を避けるようになってどのくらい経ちますか。（「外出は避けている」と答えた方の

み）
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■外出を避けるようになったきっかけ

「学校へ行くのがいやになった」の回答が２件、「人と接するのがいやになった」「病気や

ケガをした」「その他（コロナの頃からの習慣）」がそれぞれ１件となっています。

■現在の状態について、関係機関に相談したいと思うか

「思わない」の回答が４件、「非常に思う」が１件となっています。

■相談したいと思わない理由

「特に理由はない」の回答が３件、「行っても解決できないと思う」「お金がかかると思う」

がそれぞれ１件となっています。

外出を避けるようになったのは、どのようなきっかけですか。（「外出は避けている」と

答えた方のみ）（複数回答）

現在の状態について、関係機関に相談したいと思いますか。（「外出は避けている」と答

えた方のみ）

相談したいと思わない理由は何ですか。（相談したいと「思わない」と答えた方のみ）（複

数回答）
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4.6

15.5

6.4

19.7

0.7

2.2

0.3

1.6

2.6

2.0

1.9

57.5

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

町内会、青年団体などの係や役員活動

スポーツ活動

文化・芸術活動（音楽・ダンス等）

祭・運動会など地域のイベント

緑化・植花活動

資源回収などのリサイクル運動

高齢者や障がい者などのための活動

子どもや青少年育成のための活動

まちづくりに関する活動

地域の防犯・防災のための活動

その他

何もしたことがない

n=692

■学校や仕事以外で現在参加している活動、この１年以内に参加した活動

「何もしたことがない」の割合が57.5%と最も高く、次いで「祭・運動会など地域のイベ

ント」が19.7%、「スポーツ活動」が15.5％となっています。

学校や仕事以外で現在参加している活動、この１年以内に参加した活動をお答えくださ

い。（複数回答）
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12.4 87.1 0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

活動に参加している 活動に参加していない・参加できない 無回答

n=692n=692

■お住いの地域の活動やボランティア活動に参加しているか

「活動に参加していない・参加できない」の割合が87.1%と最も高く、次いで「活動に参

加している」が12.4%となっています。

■どのような条件が整えば地域の活動やボランティア等に参加しやすくなると思うか

「自分にあった時間や内容で活動できること」の割合が57.7%と最も高く、次いで「友人

や家族と一緒に活動しやすいこと」が47.3%、「活動参加によるメリット（進学や就職に有

利、若干でも報酬がある等）があること」が31.2%となっています。

お住いの地域の活動やボランティア活動に参加していますか。

どのような条件が整えば、地域の活動やボランティア、NPO活動等に参加しやすくなる

と思いますか。（複数回答）
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57.7

25.0

16.0

3.0

47.3

9.1

25.1

5.2

9.5

31.2

1.7

13.7

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自分にあった時間や内容で活動できること

自分の仕事や特技を生かして活動できること

活動資金の補助、援助が充実されていること

平日夜間や休日にボランティア講座が開催されていること

友人や家族と一緒に活動しやすいこと

家族や職場の理解が得られやすいこと

自分の所属する学校や職場などの身近なところでの活動が
あること

NPOやボランティアグループに入りやすいこと

身近な団体や活動内容に関する情報が入手しやすいこと

活動参加によるメリット（進学や就職に有利、若干でも報
酬がある等）があること

その他

どんな条件が整っても興味もなく、参加してみたいとは思
わない

n=692
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60.4

23.0

36.1

29.8

37.4

28.0

32.4

31.9

26.3

17.9

63.4

20.7

26.0

20.4

12.7

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自分には自分らしさというものがあると思う

自分の欲しいものをがまんすることが苦手だ

今の自分を変えたいと思う

将来よりも今の生活を楽しみたい

努力すれば希望する職業につくことができる

自分の将来は運やチャンスによって決まると思う

人生で起こることは、結局は自分に原因があると思う

他人に迷惑がかからない限り、どんな考えや行動をとろう
が、自分の自由だと思う

今の自分が好きだ

自分らしさを強調するより、他人と同じことをしていると
安心だ

自分の親から愛されていると思う

うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む

自分の考えをはっきり相手に伝えることができる

自分自身に満足している

自分は役に立たないと強く感じる

n=692

③あなたの日頃の意識や思いについて

■あなた自身について、あてはまるもの

「自分の親から愛されていると思う」の割合が63.4%と最も高く、次いで「自分には自分

らしさというものがあると思う」が60.4%、「努力すれば希望する職業につくことができる」

が37.4%となっています。

あなた自身について、あてはまるものをお答えください。（複数回答）
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68.2 

21.9 

42.7 

36.5 

47.4 

22.9 

30.2 

30.7 

31.3 

22.9 

67.7 

23.4 

30.7 

22.4 

13.5 

66.0 

21.9 

42.3 

33.7 

47.6 

26.9 

30.8 

32.8 

29.3 

21.6 

66.9 

21.9 

29.3 

20.7 

12.4 

55.1 

24.3 

30.6 

25.7 

27.7 

29.4 

34.3 

31.1 

23.4 

14.6 

60.0 

19.1 

22.9 

20.3 

12.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

自分には自分らしさというものがあると思う

自分の欲しいものをがまんすることが苦手だ

今の自分を変えたいと思う

将来よりも今の生活を楽しみたい

努力すれば希望する職業につくことができる

自分の将来は運やチャンスによって決まると思う

人生で起こることは、結局は自分に原因があると思う

他人に迷惑がかからない限り、どんな考えや行動をとろ
うが、自分の自由だと思う

今の自分が好きだ

自分らしさを強調するより、他人と同じことをしている
と安心だ

自分の親から愛されていると思う

うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む

自分の考えをはっきり相手に伝えることができる

自分自身に満足している

自分は役に立たないと強く感じる

グラフタイトル

中学生 n=192 高校生 n=338 19歳以上 n=350

【年代別】
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75.7

72.3

25.1

6.2

4.3

0.4

30.1

10.7

2.9

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自分の部屋

家庭（自宅のリビング・居間）

学校

職場

地域（図書館や公民館など）

こども食堂

インターネット空間（SNS、YouTubeやオンラインゲームなど）

商業施設（ゲームセンター、カラオケボックス、ネットカフェ、
マンガ喫茶、ファーストフード店、ファミレス等）

その他

n=692

■あなたにとって居場所になっているもの

「自分の部屋」の割合が75.7%と最も高く、次いで「家庭（自宅のリビング・居間）」が

72.3%、「インターネット空間（SNS、YouTube やオンラインゲームなど）」が30.1%と

なっています。

次の場所で、今のあなたにとって居場所（ほっとできる場所、居心地の良い場所など）

になっているものをお答えください。（複数回答）
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4.5

32.2

17.2

48.0

29.5

30.3

0.3

4.6

3.2

1.0

7.2

1.2

1.9

8.2

5.5

0.6

1.4

19.2

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

家事

お金のこと

自分の身体のこと

自分の将来

仕事・就職

受験・進路

地域活動（町内会・自治会等）

配偶者やパートナー（彼氏・彼女）との関係

親（義父母を含む）との関係

先生との関係

クラブ活動・部活動

介護

子どもの進路・将来

友人関係

職場の人間関係

X（旧Twitter）、Facebook、InstagramなどSNS上の人間関係

その他

悩んでいることや困っていることはない

n=692

■悩んでいることや困っていること

「自分の将来」の割合が48.0%と最も高く、次いで「お金のこと」が32.2%、「受験・進

路」が30.3%となっています。

あなたは次の中で悩んでいることや困っていることはありますか。（複数回答）
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66.2

21.0

61.0

14.9

4.9

10.4

1.6

0.3

1.2

8.7

1.3

0.1

0.0

3.8

1.6

0.9

12.4

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

親

兄弟姉妹

友人・知人

配偶者・パートナー

祖父母

学校の先生

塾や習い事の先生

学校のスクールカウンセラー

スポーツクラブの監督・コーチ

職場の同僚・上司

カウンセラー・精神科医

能美市や石川県などの公的な専門機関の人

ＮＰＯなど民間の相談機関の人

ネット上の知り合い

ネット上の質問サイト

その他

誰にも相談しない

n=692

■悩みごとがあるとき、誰に相談するか

「親」の割合が66.2%と最も高く、次いで「友人・知人」が61.0%、「兄弟姉妹」が21.0%

となっています。

あなたはふだん悩みごとがあるとき、誰に相談しますか。（複数回答）
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9.4 88.4 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

結婚している
結婚したことはあるが、今はそうではない（離婚または死別した）
結婚したことがない
無回答

n=692

47.9 11.4 38.9 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

結婚したい 結婚したくない わからない 無回答

n=612

10.0 52.7 13.6 1.9 13.7 8.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

１人 ２人 ３人 ４人以上 子どもは欲しくない 無回答

n=692n=692

■現在、結婚しているか

「結婚したことがない」の割合が88.4%と最も高く、次いで「結婚している」が9.4%と

なっています。

■結婚の希望

「結婚したい」の割合が47.9%と最も高く、次いで「わからない」が38.9%、「結婚した

くない」が11.4%となっています。

■理想のこどもの数

「２人」の割合が52.7%と最も高く、次いで「子どもは欲しくない」が13.7%、「３人」

が13.6%となっています。

現在、あなたは結婚されていますか。

あなたは、今後結婚をしたいと思いますか。（「結婚したことがない」と回答した方のみ）

子どもをもつなら何人が理想ですか。
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27.4

50.5

20.0

53.7

6.3

5.3

3.2

53.7

35.8

12.6

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

仕事との両立が難しい

経済的負担が大きい

妊娠・出産に自信がない

子育てに自信がない

自分や配偶者の雇用が不安定

住宅事情が厳しい

家事や子育ての協力者がいない

自分の自由な時間がなくなる

子どもがあまり好きではない

その他

n=95

■こどもは欲しくない理由

「子育てに自信がない」「自分の自由な時間がなくなる」の割合が53.7%と最も高く、次

いで「経済的負担が大きい」が50.5%となっています。

子どもは欲しくない理由は何ですか。（「子どもは欲しくない」と回答した方のみ）

（複数回答）
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54.2

24.9

27.2

34.1

37.4

16.8

23.3

20.7

15.6

12.9

10.7

16.3

10.5

19.4

6.6

1.4

10.4

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

収入・生活費

勉強

進学

就職

仕事

家族の生活

自分の健康

家族の健康・介護

結婚

生きがい

孤独・孤立

友だちなどの人間関係

住居・居場所

社会情勢・不況

なんとなく

その他

特に不安はない

n=692

■将来への不安

「収入・生活費」の割合が54.2%と最も高く、次いで「仕事」が37.4%、「就職」が34.1%

となっています。

将来への不安は何ですか。（複数回答）
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12.7 46.2 11.8 26.3 2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

ぜひ住みたいと思っている 住みたいと思っている
あまり住みたくない できたら他の街に住みたい
無回答

n=692n=692

■市への定住意向

「住みたいと思っている」の割合が46.2%と最も高く、次いで「できたら他の街に住みた

い」が26.3%、「ぜひ住みたいと思っている」が12.7%となっています。

また、「ぜひ住みたいと思っている」と「住みたいと思っている」をあわせた『住みたい』

は58.9%となっています。

あなたは将来的にも能美市に住みたいと思っていますか。
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3.0

39.0

43.2

6.1

3.4

1.5

5.7

0.8

37.5

20.5

10.6

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自然環境がよくないから（自然災害、気候等など）

交通機関が不便だから

商業施設（スーパー、ドラッグストア、コンビニ等）が少
ないから

住みなれないところだから

整った教育・文化環境がないから

地域住民との連帯感がうすいから

友人がいないから

交通事故や犯罪等、危険や不安を感じるところだから

希望する学校や仕事先が近くにないから

その他

わからない

n=264

■住みたくない理由

「商業施設（スーパー、ドラッグストア、コンビニ等）が少ないから」の割合が43.2%と

最も高く、次いで「交通機関が不便だから」が39.0%、「希望する学校や仕事先が近くにな

いから」が37.5%となっています。

その理由をお答えください。（「あまり住みたくない」「できたら他の街に住みたい」と回

答した方のみ）（複数回答）
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11.1

8.2

5.3

6.1

14.7

45.5

53.2

35.1

1.7

11.4

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

対面

オンラインによる面談等

電話

手紙

メール

インターネットのフォーム

SNSやアプリ等（LINE、X（旧Twitter）、Facebook、
Instagram、TikTok、YouTube、ブログ等）

アンケートに答える

その他

伝えたい意見はない

n=692

④こどもや若者の意見反映や子育て施策に関することについて

■どのような方法や手段があれば、能美市に対して意見を伝えやすいか

「SNSやアプリ等（LINE、X（旧Twitter）、Facebook、Instagram、TikTok、YouTube、

ブログ等）」の割合が53.2%と最も高く、次いで「インターネットのフォーム」が45.5%、

「アンケートに答える」が35.1%となっています。

国では、まちづくり等を行うにあたって、子どもや若者の意見の反映に取り組んでいま

す。どのような方法や手段があれば、能美市に対して意見を伝えやすいですか。（複数回答）
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32.7

8.2

11.3

8.4

26.6

19.8

18.8

32.7

15.9

29.5

10.5

19.7

36.7

25.4

3.0

19.9

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

参加しやすいイベントなどの企画や情報を提供する

自分の意見を発表できる機会を確保する

地域活動や社会参加の機会を確保する

青少年や若者に関するボランティア等の活動を支援する

経済的な困難を抱えている家庭を支援する

悩み等を相談できる窓口を充実する

虐待を受けている人、虐待を受けた経験のある人を支援する

ホッとできる居場所を提供する

社会に出られない人が自立できるよう支援する

学校教育を充実する

青少年の非行や犯罪防止などの取組や環境づくりを進める

就職に向けた相談やサポート体制を充実する

安心して出産・子育てのできる環境づくりを進める

若者が結婚しやすい環境をつくる

その他

特にない

n=692

■能美市が取り組むこどもや若者の施策に望むこと

「安心して出産・子育てのできる環境づくりを進める」の割合が36.7%と最も高く、次い

で「参加しやすいイベントなどの企画や情報を提供する」「ホッとできる居場所を提供する」

が32.7%となっています。

あなたは、能美市が取り組む子どもや若者の施策にどんなことを望みますか。（複数回答）
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75.0

21.1

40.3

51.4

42.2

55.1

11.6

56.1

63.4

1.0

4.9

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

すべての子どもは、大人と同じように１人の人間であり人権を
持っている

子どもは義務や責任を果たすことで権利を行使することができる

子どもは自分と関わりあるすべての事について意見を表明でき、
その意見は正当に重視される

子どもは家庭でも学校でもどのような場所においても、あらゆる
暴力から守られる

障がいのある子どもを含むすべての子どもは、社会に積極的に参
加し、包括的な教育を受けられる

子どもは必要な医療・保健サービスや社会保障制度を利用し、十
分な生活を送ることができる

子どもは成長途上のため、子どもに関する事はいかなる場合も大
人が子どもに代わり決めるよう推奨される

子どもは遊んだり、休んだりする権利を持っている

すべての子どもは性別や人種の違いで差別されず、同じ権利を
持っている

その他

特にない

n=692

⑤子どもにとって大切だと思う権利について

■子どもにとって大切だと思う権利

「すべての子どもは、大人と同じように１人の人間であり人権を持っている」の割合が

75.0%と最も高く、次いで「すべての子どもは性別や人種の違いで差別されず、同じ権利を

持っている」が63.4％、「子どもは遊んだり、休んだりする権利を持っている」が56.1%と

なっています。

子どもにとって大切だと思う権利は何ですか。（複数回答）
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67.7

84.7

32.8

0.0

1.6

0.0

29.1

5.8

3.7

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自分の部屋

家庭（自宅のリビング・居間）

学校

職場

地域（図書館や公民館など）

こども食堂

インターネット空間（SNS、YouTubeやオンラインゲー
ムなど）

商業施設（ゲームセンター、カラオケボックス、ネッ
トカフェ等）

その他

n=378

【子ども・若者の意識と生活に関する調査（13歳～18歳以下の保護者）】

①お子さんや子育てのことについて

■お子さんにとっての居場所

「家庭（自宅のリビング・居間）」の割合が84.7%と最も高く、次いで「自分の部屋」が

67.7%、「学校」が32.8%となっています。

あて名のお子さんにとっての居場所（ほっとできる場所、居心地の良い場所など）はど

こだと思いますか。（複数回答）
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70.9

15.3

14.6

31.7

47.4

12.2

19.6

17.5

29.6

20.9

63.5

23.0

28.0

15.1

1.6

1.9

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自分らしさというものがあると思う

自分の欲しいものをがまんすることが苦手だ

今の自分を変えたいと思う

将来よりも今の生活を楽しみたい

努力すれば希望する職業につくことができる

自分の将来は運やチャンスによって決まると思う

人生で起こることは、結局は自分に原因があると思う

他人に迷惑がかからない限り、どんな考えや行動をと
ろうが、自分の自由だと思う

今の自分が好きだ

自分らしさを強調するより、他人と同じことをしてい
ると安心だ

自分の親から愛されていると思う

うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む

自分の考えをはっきり相手に伝えることができる

自分自身に満足している

自分は役に立たないと強く感じる

あてはまるものはない

n=378

■お子さんについて

「自分らしさというものがあると思う」の割合が70.9%と最も高く、次いで「自分の親か

ら愛されていると思う」が 63.5%、「努力すれば希望する職業につくことができる」が

47.4%となっています。

あて名のお子さんにあてはまると思うものをお答えください。（複数回答）
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11.6

12.7

28.0

52.9

23.3

6.9

3.4

2.6

10.3

37.3

18.8

2.9

1.6

18.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

病気や発育に関すること

食事や栄養に関すること

学習態度や成績のこと

進学のこと

就職のこと

あいさつや服装など生活態度のこと

子どもの異性関係のこと

子育てが精神的に負担になっていること

仕事と子育ての両立に関すること

教育費のこと

生活費のこと

気軽に相談できるところが分からないこと

その他

特にない

n=378

■子育てに関して、特に不安なことや悩んでいること

「進学のこと」の割合が52.9%と最も高く、次いで「教育費のこと」が37.3%、「学習態

度や成績のこと」が28.0%となっています。

子育てに関して、特に不安なことや悩んでいることはありますか。（複数回答）
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77.5

21.4

43.4

4.2

48.7

2.4

24.3

10.3

4.0

4.8

0.3

0.3

2.6

0.3

1.3

4.2

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

配偶者（パートナー）

兄弟姉妹

親

その他の親族

友人・知人

隣人・地域の人

職場の人

学校の先生

学校のカウンセラーやソーシャルワーカー

相談機関（教育相談所、児童相談所など）

民間カウンセラーなどの専門家

民間団体やボランティア

インターネットのサイト

SNS上の友人（フェイスブック、インスタグラムなど）

その他

誰にも相談しない

n=378

■子育てに関する不安や悩みの相談先

「配偶者（パートナー）」の割合が77.5%と最も高く、次いで「友人・知人」が48.7%、

「親」が43.4%となっています。

子育てに関する不安や悩みをどなたに相談していますか。不安や悩みがない場合は、不

安や悩みがあった場合を想定してお答えください。（複数回答）
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24.3

2.9

16.4

10.8

27.5

18.8

20.4

24.6

25.1

38.4

14.8

32.0

39.7

25.1

6.1

7.1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

参加しやすいイベントなどの企画や情報を提供する

自分の意見を発表できる機会を確保する

地域活動や社会参加の機会を確保する

青少年や若者に関するボランティア等の活動を支援する

経済的な困難を抱えている家庭を支援する

悩み等を相談できる窓口を充実する

虐待を受けている人、虐待を受けた経験のある人を支援する

ホッとできる居場所を提供する

社会に出られない人が自立できるよう支援する

学校教育を充実する

青少年の非行や犯罪防止などの取組や環境づくりを進める

就職に向けた相談やサポート体制を充実する

安心して出産・子育てのできる環境づくりを進める

若者が結婚しやすい環境をつくる

その他

特にない

n=378

②子どもや若者の施策に関することについて

■能美市が取り組む子どもや若者の施策にどんなことを望むか

「安心して出産・子育てのできる環境づくりを進める」の割合が39.7%と最も高く、次い

で「学校教育を充実する」が 38.4%、「就職に向けた相談やサポート体制を充実する」が

32.0%となっています。

あなたは、能美市が取り組む子どもや若者の施策にどんなことを望みますか。（複数回答）
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84.4

16.1

43.4

74.9

56.3

70.1

7.7

48.7

77.0

1.3

0.8

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

すべての子どもは、大人と同じように１人の人間であり人権を
持っている

子どもは義務や責任を果たすことで権利を行使することができる

子どもは自分と関わりあるすべての事について意見を表明でき、
その意見は正当に重視される

子どもは家庭でも学校でもどのような場所においても、あらゆる
暴力から守られる

障がいのある子どもを含むすべての子どもは、社会に積極的に参
加し、包括的な教育を受けられる

子どもは必要な医療・保健サービスや社会保障制度を利用し、十
分な生活を送ることができる

子どもは成長途上のため、子どもに関する事はいかなる場合も大
人が子どもに代わり決めるよう推奨される

子どもは遊んだり、休んだりする権利を持っている

すべての子どもは性別や人種の違いで差別されず、同じ権利を
持っている

その他

特にない

n=378

③子どもにとって大切だと思う権利について

■子どもにとって大切だと思う権利

「すべての子どもは、大人と同じように１人の人間であり人権を持っている」の割合が

84.4%と最も高く、次いで「すべての子どもは性別や人種の違いで差別されず、同じ権利を

持っている」が77.0％、「子どもは家庭でも学校でもどのような場所においても、あらゆる

暴力から守られる」が74.9%となっています。

子どもにとって大切だと思う権利は何ですか。（複数回答）
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④子ども・若者を取り巻く環境や支援に関しての意見

子ども
の性別

子どもの
就学・就労

意見

女性
中学

２年生

ご飯を満足に食べていない子どもの存在が気になります。両親

共働き家庭で、子どもに目が行き届かない状況を何度も目にして

います。（地域の手助けにも限界があります。）学校給食の充実と、

学校への登校支援が、最も早く子どもの助けになると感じます。

男性
中学

３年生

小中高校など、通学がとても不便。バス通学や交通費無料化を

考えてほしい。小学校から毎日の送迎が大変。

男性
中学

２年生

学校に行っていない子どもが増えている現状が心配。その子ど

もや保護者の不安をどのように取り除いていくのかを考えなけれ

ばならないと感じます。

女性
高校

３年生

未来には楽しい事がいっぱいあると思える世の中にする事が一

番大事だと思います。大人が元気がなければそれを見ている子ど

も達は、つまらない人生だと思ってしまうのではないでしょうか。

男性
高校

２年生

一人ひとりの子どもがなりたい自分になれるように、自己実現

できる環境をつくっていかないといけないと思います。その中で

も、ヤングケアラーや虐待など、社会から見えにくい部分をその

子どもの権利を守りながら明らかにしていかないといけないと思

います。市や県を始め、教育機関やこども園などの連携も大切だ

と思います。子どもから声を上げにくい部分に、大人からアプロ

ーチしていくために市民もできる事はしないといけないと思いま

す。

男性
中学

３年生

能美市は子育てしやすいまちだと思います。スポーツクラブ等

も充実していて、満足しています。ただ、保護者の考え方が多様過

ぎると感じる事が多々あり、こんな大人の姿を子どもに見せたく

ないと思う事がありました。（親同士のいざこざや、一方的な物言

い）大人がリスペクトや多様性を認め合う姿を子ども達に見せる

事ができたら、もっと素敵なまちになっていくと思います。

女性
中学

３年生

医療費が18歳まで無料なのは、本当に助かります。一部負担

や申請をしなくて良いのもありがたいです。給食費も市が負担し

てくれたのは助かりました。今後は未定だと学校から連絡があり

ましたが、今後も続けて欲しいです。

男性
高専

１年生

自分が子どもだった時代と比べて、あまりにも今現在の子ども

を取り巻く環境が違いすぎる。多くの大人、子ども達の意見を取

り入れて、話を進めていかなければいけないだろうと思います。
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子ども
の性別

子どもの
就学・就労

意見

男性
高校

３年生

能美市の子育て支援は、乳幼児に集中していて、13歳から18

歳世代に対して薄いと思う。いつも時期が過ぎてから、新たな支

援が始まるように思う。同じ税金を払っているのに、不公平感が

強い。もう乳幼児に対する支援は十分だと思う。それでも子ども

が増えないのは、13歳から18歳の子育てに対する不安が大きい

からだと思う。

男性
高校

１年生

高校、大学になるにつれて、子どもにかかるお金が多くなり、親

の負担が大きくなる。学生であるなら、子ども手当を22歳まで

にして頂きたい。

女性
中学

２年生

収入の多い家庭のお子さんは、家庭教師や塾等にいくつも通い、

希望する高校や大学に入る事ができていると聞きます。反対に夫

婦ともに働いていたとしても、収入が低いため塾にいくつも通わ

せてあげる事ができない家庭もあります。目標や夢があっても、

教育環境が充実している家庭にはかなわないのが現状です。「学力

差が家庭環境によって起こるのはおかしい」と漫才コンビの笑い

飯さんが低料金で通う事ができる小中学生向けの学習塾を経営し

ているそうです。能美市でもこのような低料金で通う事ができる

塾があると子ども達の未来も輝けるのではないかと思います。

女性
高校

２年生

能美市の子どもや若者の教育面はとても充実していて、良いと

思います。暮らしやすさ、医療費受給制度も大変良い。ただ、いざ

ヤングケアラーであったり、身内に大変なことが起こったりした

場合の心のケア、相談できる窓口が不足していると思います。そ

この充実を強く求めます。

男性
高校

１年生

このところ貧困という言葉をよく聞きます。しかし、一見その

ように見えないのは、周囲にはわかりにくく重大な問題であると

考えます。子どもに不自由させたくないと無理をしている家庭も

あるのではないかと思います。社会が味方であると感じる事ので

きる世の中を作り上げ、本当に困窮状態にある家庭が最悪の状態

に陥らない社会を望みます。

女性
中学

３年生

子ども一人ひとりが今ではスマホを持っている時代。SNS等で

闇バイトに関わりやすくなっている。各家庭で子どものスマホに

制限をかけても解除されたり、ゲームでの課金を勝手にしていた

りと、スマホがあってもいいと思うけれど、親が管理しきれない

所があり、そこが心配な所です。スマホ、ネット依存の事も心配。

学校の方でもしていると思いますが、もっと深い所まで周知して

ほしいと思っています。
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37.8 62.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

グラフタイトル

通わせている 通わせていない 無回答

n=90

【ひとり親世帯の生活状況等に関する調査】

①お子さんのことについて

■今後どの段階までの教育を受けさせたいか

「受けさせたい」の割合が最も高い項目は「高等学校までの教育」で62.3%となっていま

す。

「受けさせたいが、経済的に受けさせられない」の割合が最も高い項目は「大学までの教

育」で44.7%となっています。

■お子さんを塾や習い事に通わせているか

「通わせている」の割合が37.8%、「通わせていない」が62.2%となっています。

あなたはお子さんに、今後どの段階までの教育を受けさせたいですか。

区分
n=114

受けさせたい
受けさせたいが、
経済的に受けさ
せられない

経済的に可能だ
が受けさせたく
ない

１ 中学校までの教育 57.9 0.0 0.0

２ 高等学校までの教育 62.3 1.8 0.0

３ 高等専門学校までの教育 31.6 19.3 2.6

４ 専門学校までの教育 28.1 28.9 2.6

５ 短期大学までの教育 25.4 28.1 2.6

６ 大学までの教育 36.8 44.7 0.0

あなたはお子さんを塾や習い事に通わせていますか。（小学生以上のお子さんがいる方）

（％）
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9.1

58.2

34.5

43.6

9.1

5.5

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

必要性を感じない

経済的な理由

送迎など世話をする時間がない

本人が行きたがらない

近所に通わせたい塾や習い事がない

その他

n=55

■塾や習い事に通わせていない理由

「経済的な理由」の割合が58.2%と最も高く、次いで「本人が行きたがらない」が43.6%、

「送迎など世話をする時間がない」が34.5%となっています。

塾や習い事に通わせていない理由は何ですか。（小学生以上のお子さんがいる方）

（複数回答）
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28.9

7.0

20.2

47.4

16.7

27.2

8.8

50.9

2.6

16.7

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

子どものしつけや教育に自信が持てない

子どものしつけや教育について、相談する相手がいな
い

子どもに基本的な生活習慣が身についていない（あい
さつ、整理・整頓など）

子どもの進学や受験

子どもの就職

子どもの身体の発育や病気、心身の発達

子どもの非行や問題行動

子どもの教育費

その他

特に悩みはない

n=114

■お子さんについて、現在悩んでいること

「子どもの教育費」の割合が50.9%と最も高く、次いで「子どもの進学や受験」が47.4%、

「子どものしつけや教育に自信が持てない」が28.9%となっています。

あなたはお子さんについて、現在悩んでいることはありますか。（複数回答）
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21.1

23.7

28.1

18.4

13.2

26.3

56.1

61.4

12.3

20.2

3.5

5.3

25.0

37.5

45.8

25.0

16.7

37.5

62.5

75.0

12.5

20.8

8.3

4.2

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

地域における子どもの居場所の提供

自然体験や集団遊びなど、多様な活動機会の提供

子ども食堂など、子どもがひとりでも時間を過ごせて
無料もしくは安価で食事ができる場所の提供

保護者の不在時に子どもを預かる場や在宅サービスの
提供

読み書き計算などの基礎的な学習への支援

子ども本人がなんでも相談できるところ（進路や生活
など）

生活のための経済的支援

就学のための経済的支援

会社などでの職場体験等の機会の提供

子どもの就労に関する支援

その他

特にない

全体 貧困世帯

全体 n=114

貧困世帯 n=24

■お子さんにとって、どのような支援があるとよいか

「就学のための経済的支援」の割合が61.4%と最も高く、次いで「生活のための経済的支

援」が56.1%、「子ども食堂など、子どもがひとりでも時間を過ごせて無料もしくは安価で

食事ができる場所の提供」が28.1%となっています。

貧困世帯でみると、「就学のための経済的支援」の割合が75.0%と特に高くなっています。

お子さんにとって、どのような支援があるとよいと思いますか。（複数回答）
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27.2

10.5

18.4

21.1

28.1

16.7

14.9

9.6

7.0

21.1

54.4

25.4

29.8

7.0

7.9

29.2

20.8

25.0

29.2

41.7

41.7

29.2

20.8

25.0

33.3

66.7

29.2

41.7

16.7

0

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

行政サービスの申請や子ども・生活などの悩みごとの相
談がひとつの場所でできること

ひとり親同士の交流の場の提供

各種専門職への専門的な相談の場（離婚・病気・障がい
等）

養育費確保に向けた支援

住宅を探したり住宅費を軽減したりするための支援

病気や冠婚葬祭などの事情があったときに一時的に子ど
もを預けられること

休日・夜間の子どもの預かりサービス

保育園・一時預かりサービス・放課後児童クラブなどの
充実

ヘルパー等からの一時的な家事や育児の支援

一時的に必要となる資金の貸付

子どもの就学にかかる費用の支援

就職・転職のための支援

資格や技能の取得支援

その他

特にない

全体 貧困世帯

全体 n=114
貧困世帯 n=24

全体 n=114

②あなたのことについて

■現在必要としていること、重要だと思う支援等

「子どもの就学にかかる費用の支援」の割合が54.4%と最も高く、次いで「資格や技能の

取得支援」が29.8%、「住宅を探したり住宅費を軽減したりするための支援」が28.1%とな

っています。

貧困世帯でみると、全体と同じ傾向となっていますが、全ての項目で全体の割合を上回っ

ています。

あなたが現在必要としていること、重要だと思う支援等はどのようなものですか。

（複数回答）
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40.4

40.4

17.5

0.9

0.0

37.5

54.2

8.3

0.0

0.0

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

厳しい

やや厳しい

普通

ややゆとりがある

ゆとりがある

全体 貧困世帯

全体 n=114

貧困世帯 n=24

③家計について

■現在の家計の状況

「厳しい」「やや厳しい」の割合が40.4%と最も高く、次いで「普通」が17.5%となって

います。

また、「厳しい」と「やや厳しい」をあわせた『厳しい』でみると、全体では80.8%、貧

困世帯では91.7%となっています。

現在の家計の状況をどう感じていますか。
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59.6

7.0

6.1

10.5

52.6

64.9

59.6

75.4

7.9

13.2

12.3

11.4

56.1

70.8

12.5

4.2

16.7

45.8

83.3

66.7

87.5

0.0

12.5

8.3

16.7

58.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

食費を切りつめた

電気・ガス・水道料金などの支払いが滞った

家賃や住宅ローンの支払いが滞った

保険や年金の支払いが滞った

冷暖房の使用を控えた

趣味やレジャーの出費を減らした

理髪店・美容院の回数を減らした

新しい服・靴を買うのを控えた

電話などの通信料の支払いが滞った

医療機関の受診ができなかった

金融機関などに借金をしたことがある

冠婚葬祭のつきあいを控えた

友人・知人との外食を控えた

全体 貧困世帯

全体 n=114

貧困世帯 n=24

■経済的な理由により経験したこと

「新しい服・靴を買うのを控えた」の割合が75.4%と最も高く、次いで「趣味やレジャー

の出費を減らした」が64.9%、「食費を切りつめた」「理髪店・美容院の回数を減らした」が

59.6%となっています。

貧困世帯についても同様の結果となっていますが、概ね各項目で全体の割合を上回ってい

ます。

あなたの世帯では、過去１年間に経済的な理由により、以下の経験をされたことがあり

ましたか。（複数回答）
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④子育てで困っていることや、子育て支援に関しての意見

回答者の年齢 意見

20代 自分の子育てについて良いのか悪いのか悩んでいる。

40代

休みの日も子どもの習いごとで丸一日休める日がなく、リフレッシュで

きないことが多い。子ども食堂など利用して少し生活の支えになっている

が、それでも生活が苦しいので、もっと色々な支援を知りたいし、教えて

ほしい。

50代

児童手当全額停止世帯です。医療関係の仕事のためコロナでも仕事があ

ったが、非課税世帯のような給付金も物価高等の支援もない。生活のため

カードローンがあり生活が厳しい。非課税世帯のため大学進学の給付も限

られている、行く大学によって給付があれば子どもも頑張れると思う。

40代

ひとり親に対しての給付も色々ありますが、非課税者のみの場合が多く、

年収300万円あったとしても税金で引かれて手元に残るのも少ない、そ

れならひとり親の扶養をもらっている人皆にもらえるようにしてほしい。

そのほかの給付などに関しても同じかと思います。

50代

元気で家じゅうを飛び回り全然寝ないので、寝かせしつけや子どものス

マートフォンを見る時間等は皆さんどのような感じなのか、と思ったりし

ています。

40代

子どもの送迎が常に必要なため就労しづらい。収入と時間のため望まな

い仕事を何とかこなしてきたが、気持ちに余裕がなく、ストレスも多いの

で子どもとぶつかる。何かしら無理をしている人が多いと思う（シングル

の人）心穏やかな母になりたい。

40代

精神障がいを持っていたり様々の理由で心に傷を抱えている養育者のケ

アをもう少し充実させてほしい。特に相談できないひとり親の女性などは、

一人で抱え込み孤独になりやすく、また経済的にも厳しい状況にあること

も多く、養育を断念せざるを得ないことがある。母親の支援（特に心の支

えとなる人）が必要。

30代
夜間の子どもの預かりサービスがあると本当に助かります。子どもにと

って寂しい思いをさせていますが、それより生活していくことが大事です。

40代

私には精神的疾患があり（コロナ禍や物価高で不安が増し、今は体調が

悪化してます）、一人で家事育児、地域の仕事等を担っているため、気持ち

的に余裕がなく、仕事もフルタイムにはできません。今は生活費がギリギ

リなので数年先の高校進学や大学進学も心配です。外食や旅行など連れて

いってあげられず、食費や光熱費も節約でなんだか悲しいです。生きてい

るだけでお金がかかる。児童手当がもう少し上がると助かります。
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回答者の年齢 意見

20代

祝日が仕事の際にあずかれるような支援や、みる人がいない場合（仕事

を休んだ場合）の金銭的な補助、公的・社会的支援の的外れ的な決まった

支援より光熱費等の固定費の負担を減らしてほしい。

30代

子どもは一人の人間であり、生まれた時から人権があります。親が一人

で生活できるよう家事を教えたり社会の仕組みを教えることも重要です。

また、子どもは稼ぐ手段を持っていません。一人の人間として尊重するた

めにも、出生時に子ども名義の通帳を作り、それぞれの通帳に児童手当を

振り込むようにしてはどうでしょうか。もちろん管理は各家庭で違うと思

います。現状は世帯主ということですが、勝手に使い込まれることもあり

ますので、そういうことを防ぐことができると思います。

40代

給食が無償化されているが、給食はもともと安価でバランスの取れた栄

養のあるものなので、支払いできる家庭まで無償化にするのではなく、そ

の分お金を学習や環境に充ててほしいと思う。また、お金を払ってでも学

校へ行く日は給食を食べてから下校するようにしてほしい。昼前に下校し

ても家で食事を出せる家庭がどれほどあるのか疑問。朝から弁当を持たせ

て学童へ移動することになるので大変。親も弁当をつくるのは負担が大き

い。給食をもっと増やして欲しい。それが一番の子育て支援になると思う。

40代

交通の便が不便すぎて大人がサポートしないと何もできない。そのため

仕事から早く帰ろうとしても周りの理解が得られず、陰口を言われるので

働きづらい。

30代
障がい児の子も高校の選択肢を増やしてほしい。能美市につくってほし

い。

40代

子どもは小学生ながら将来の目標を立てて勉強し努力しているが、金銭

的な面で将来の大学は厳しいと思っています。成績も優秀な方だと思いま

すが、金銭的な理由で将来の夢を閉ざされてしまうのは悲しいと感じます。

30代
月１回の子ども食堂を１か所だけでなく、各所に設置してマップまたは

ネットで公表してほしい。そうすればひとり親も相談しやすいし、子ども
も行きやすいと思う。

50代

現在高校生の子どもが大学進学を希望しています。県内には本人の希望

の大学（学部、学科）がないため、第一志望は県外の私立大学のため経済

的に厳しい状況です。奨学金等よく分かりません。親としては子どもの希

望をかなえてあげたいですが、大学はひとり親などの支援とかあるのでし

ょうか。

50代

時代の流れのスピードが速くなってきて、その中で人とのつながりが薄

くなり、親と子の関係性や親としての在り方や子どもの成長をゆっくりと

みてあげられない環境になっている。色んな支援をしてもらってありがた

く思います。ただ、こちらから助けてとなかなか言いにくいです。
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【ヤングケアラーと子どもの権利について】

①ヤングケアラーについて

■ヤングケアラーについての認知

各種アンケート調査に共通の設問について、結果を表にまとめています。

あなたは「ヤングケアラー」という言葉を聞いたことがありますか。

（％）
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■ヤングケアラーを支援するために特に重要だと思うこと

「ヤングケアラー」を支援するために特に重要だと思うことは何ですか。（複数回答）

（％）
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②子どもの権利について

■子どもの権利条約についての認知

あなたは「子どもの権利条約」という言葉を聞いたことがありますか。

（％）
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■こどもにとって大切だと思う権利

子どもにとって大切だと思う権利は何ですか。（複数回答）

（％）
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２ 能美市子ども・子育て会議委員名簿

◎は委員長 ○は副委員長

№ 所属等 氏名

1 金城大学短期大学部 客員教授 ○和泉 美智枝

2 能美市立福岡保育園 保護者代表 藤井 美咲

3 能美市根上北部放課後児童クラブ 保護者代表 塚谷 恵理子

4 能美市商工会 理事 山田 邦央

5 根上郵便局 福田 莉菜

6 社会福祉法人めばえ保育園 福島こども園 園長 黒田 圭吾

7 特定非営利活動法人 WiWi キッズクラブ 理事長 南 裕紀

8 社会福祉法人なごみの郷 支援部部長 高田 茂

9 能美市立宮竹小学校 校長 六反田 紀枝

10 能美市民生委員・児童委員協議会 主任児童委員会委員長 森 義久

11 のみ♥子育てネットワーク 代表 清水 奈津美

12 能美市町会連合会 会長 山先 満広

13 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 新川 葉子

14 能美市 副市長 ◎福田 年通
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３ 能美市子ども・子育て会議条例

平成２５年９月２０日

条例第２７号

(設置)

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号。以下「法」という。)

第７２条第１項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、能美市子ども・子育て会議

(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第２条 会議は、法第７２条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第３条 会議は、委員１５人以内で組織する。

２ 会議の委員は、子どもの保護者(法第６条第１項に規定する子どもの保護者(同条第２項

に規定する保護者をいう。)をいう。)、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・

子育て支援(法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関する事業に従事す

る者、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちか

ら、市長が任命する。

(委員の任期)

第４条 会議の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第５条 会議に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

２ 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第６条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

２ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ
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ろによる。

(会議の運営)

第７条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

１ この条例は、公布の日から施行する。

(能美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

２ 能美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成１７年能美

市条例第３８号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和５年３月２３日条例第６号)

この条例は、令和５年４月１日から施行する。
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